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わ
が
国
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
危
機
管
理
前
史
（
四
・
完
）�

―
―
感
染
症
法
制
定
か
ら
二
〇
二
〇
年
三
月
特
措
法
改
正
ま
で
―
―

藤　

原　

淳　

一　

郎

一　

問
題
の
所
在

　
（
1
）　

は
じ
め
に
―
―
本
稿
の
問
題
意
識

　
（
2
）　

当
初
検
証
し
た
か
っ
た
命
題

　
（
3
）　

本
稿
の
構
成

二　

感
染
症
対
応
法
令

　
（
1
）　

感
染
症
法
（
一
九
九
八
年
）

　
　
（
イ
）　

旧
・
伝
染
病
予
防
法
（
一
八
九
七
年
）
か
ら
感
染
症
法
へ

　
　
　

Ａ　

感
染
症
法
の
制
定
経
緯

　
　
　

Ｂ　

感
染
症
法
の
制
定
理
由

　
　
　

Ｃ　

感
染
症
法
の
主
要
論
点

　
　
　
　
（
ａ
）　

感
染
症
の
分
類
学
（
類
型
論
）

　
　
　
　
（
ｂ
）　�

感
染
症
の
分
類
学　

そ
の
2
―
―
指
定
感
染
症
と
新
感

染
症
に
特
化
し
て

　
　
　
　
（
ｃ
）　

感
染
症
の
分
類
学　

そ
の
3
―
―
指
摘
さ
れ
た
問
題
点

　
　
　
　
（
ｄ
）　

感
染
症
の
人
権
論

　
　
　

Ｄ　

法
案
修
正

　
　
　
　
（
ａ
）　
「
前
文
」
の
追
加

　
　
　
　
（
ｂ
）　

感
染
症
の
分
類
学

　
　
　
　
（
ｃ
）　

人
権
論

　
　
　

Ｅ　

附
帯
決
議

　
　
　
　
（
ａ
）　

感
染
症
の
分
類
学

　
　
　
　
（
ｂ
）　

人
権
論

　
　
（
ロ
）　

新
し
い
感
染
症
へ
の
対
応
例

　
　
　

Ａ　

新
型
肺
炎
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
（
二
〇
〇
三
年
～
）

　
　
　
　
（
ａ
）　

新
感
染
症
か
ら
指
定
感
染
症
へ

　
　
　
　
（
ｂ
）　
「
一
類
感
染
症

0

0

0

0

0

」へ
―
―
感
染
症
法
改
正（
二
〇
〇
三
年
）

　
　
　
　
（
ｃ
）　
「
二
類
感
染
症

0

0

0

0

0

」へ
―
―
感
染
症
法
改
正（
二
〇
〇
六
年
）

　
　
　

Ｂ　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
―
―
感
染
症
法
改
正
（
二
〇
〇
八
年
）

　
　
　
　
（
ａ
）　

改
正
の
経
緯

　
　
　
　
（
ｂ
）　

改
正
法
案
の
概
要
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（
ｃ
）　

主
要
論
点
―
―
総
論

　
　
　
　
（
ｄ
）　�

主
要
論
点
―
―
各
論
「
ま
ん
延
な
い
し
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

対
策
」

　
　
　

Ｃ　

新
型
肺
炎
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
（
二
〇
一
二
年
～
）

　
　
　
　
（
ａ
）　

情
報
提
供
及
び
協
力
要
請
か
ら
「
指
定
感
染
症
」
へ

　
　
　
　
（
ｂ
）　
「
二
類
感
染
症
」へ
―
―
感
染
症
法
改
正（
二
〇
一
四
年
）

�

（
以
上
、
九
十
四
巻
十
二
号
）

　
　
（
ハ
）　

小
括
：「
感
染
症
法
」
の
課
題

　
　
　

Ａ　

感
染
症
の
類
型

　
　
　

Ｂ　

入
院
措
置

　
　
　
　
（
ａ
）　�
感
染
症
患
者
等
が
入
院
す
べ
き
医
療
機
関
（
プ
レ
・
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
）

　
　
　
　
（
ｂ
）　�

感
染
症
患
者
等
が
入
院
す
べ
き
医
療
機
関
（
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
時
）

　
　
　
　
（
ｃ
）　

入
院
勧
告
・
措
置
入
院
か
自
宅
療
養
等
代
用
措
置
か
？

　
　
　

Ｃ　

保
健
所
の
体
制

　
　
　

Ｄ　

行
動
制
限
措
置

　
　
　
　
（
ａ
）　

旧
伝
染
病
予
防
法
の
行
動
制
限
措
置
と
の
不
連
続
性

　
　
　
　
（
ｂ
）　

ス
ペ
イ
ン
風
邪
時
の
対
応
（
一
九
一
八
年
～
）

　
　
　
　
（
ｃ
）　

感
染
症
法
の
行
動
制
限
の
限
界

　
（
2
）　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
特
別
措
置
法
（
二
〇
一
二
年
）

　
　
（
イ
）　�

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
豚
イ
ン
フ
ル
）（
二
〇
〇
九
年
～
）

　
　
（
ロ
）　

特
措
法
制
定
の
経
緯

　
　
　

Ａ　

兵
庫
県
検
証
委
員
会
報
告
書
（
二
〇
〇
九
年
）

　
　
　
　
（
ａ
）　

報
告
書
の
構
成

　
　
　
　
（
ｂ
）　
「
報
告
書
」
提
示
の
論
点
（
第
二
編
第
五
章
）

　
　
　
　
（
ｃ
）　
「
報
告
書
」
に
お
け
る
提
言
（
第
三
編
第
五
章
）

　
　
　
　
（
ｄ
）　
「
報
告
書
」
の
提
言
す
る
法
制
化
の
選
択
肢

　
　
　

Ｂ　

総
括
報
告
書
（
二
〇
一
〇
年
）

　
　
　
　
（
ａ
）　

全
般
的
事
項

　
　
　
　
（
ｂ
）　

各
論
（
抄
）

　
　
　

Ｃ　

論
点
整
理
（
二
〇
一
一
年
）

　
　
　
　
（
ａ
）　
「
論
点
整
理
」
の
内
容

　
　
　
　
（
ｂ
）　
「
論
点
整
理
」
を
め
ぐ
る
意
見
交
換

　
　
　

Ｄ　

法
制
の
た
た
き
台
（
二
〇
一
二
年
）

　
　
　
　
（
ａ
）　
「
た
た
き
台
」
の
内
容

　
　
　
　
（
ｂ
）　
「
た
た
き
台
」
を
め
ぐ
る
意
見
交
換

�

（
以
上
、
九
十
五
巻
一
号
）

　
　
（
ハ
）　

特
措
法
案
の
国
会
審
議
（
二
〇
一
二
年
）

　
　
　

Ａ　

本
法
案
の
概
要

　
　
　
　
（
ａ
）　

本
法
案
の
提
案
理
由

　
　
　
　
（
ｂ
）　

本
法
案
の
内
容
の
概
要

　
　
　

Ｂ　

重
要
論
点
に
関
す
る
審
議
概
要

　
　
　
　
（
ａ
）　

本
法
案
提
案
の
理
由
及
び
経
緯

　
　
　
　
（
ｂ
）　

国
内
感
染
対
策
の
体
制

　
　
　
　
（
ｃ
）　

緊
急
事
態
宣
言

　
　
　
　
（
ｄ
）　

ま
ん
延
防
止
措
置

�

（
以
上
、
九
十
五
巻
二
号
）

　
　
（
ニ
）　

小　

括

　
　
　

Ａ　

特
措
法
の
対
象
と
な
る
「
感
染
症
」（
二
条
一
号
）

　
　
　

Ｂ　

入
院
措
置

　
　
　

Ｃ　

行
動
制
限
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（
ニ
）　

小　

括

　

こ
こ
ま
で
特
措
法
の
制
定
過
程
を
振
り
返
っ
て
き
た
。
法
案
の
国
会
委
員
会
審
議
の
場
で
は
、
本
稿
二
（
2
）（
ハ
）
Ｂ
で
言
及

し
な
か
っ
た
他
の
論
点
も
い
く
つ
か
は
存
在
は
す
る
が
、
重
要
度
の
観
点
か
ら
、
本
稿
で
の
検
討
を
割
愛
し
て
い
る
こ
と
を
ご
了
承

い
た
だ
き
た
い
。
法
案
は
、
予
防
接
種
で
も
述
べ
た
（
本
稿
二
（
2
）（
ハ
）
Ｂ
（
ｄ
）
②
（
θ
））
よ
う
に
、
両
院
委
員
会
の
附
帯
決

議
が
付
さ
れ
た）

（64
（

も
の
の
、
修
正
提
案
は
な
く
両
院
を
可
決
・
成
立
し
公
布
さ
れ
た
。

　

本
稿
の
問
題
意
識
は
、
感
染
症
法
で
は
対
処
し
き
れ
な
い
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
応
が
、
果
た
し
て
特
措
法
に
よ
っ
て
対
応
可
能
に

な
っ
た
の
か
ど
う
か
に
あ
る
。

　

ま
ず
二
〇
〇
九
年
イ
ン
フ
ル
（
本
稿
二
（
2
）（
イ
））
当
時
は
法
的
な
裏
付
け
が
な
か
っ
た
政
府
の
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対

策
行
動
計
画
」（
特
措
法
六
条
一
項
）、「
基
本
的
対
処
方
針
」（
一
八
条
）、「
政
府
対
策
本
部
」
の
設
置
（
一
五
条
）
が
法
的
に
公
認
さ

れ
た
こ
と
は
一
歩
前
進
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
措
法
は
、
な
お
多
く
の
課
題
を
残
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
そ
れ
ら
課
題
の
う
ち
、「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
『
ま
ん
延
な
い
し
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
』」（
本
稿
二
（
1
）

三　

新
型
コ
ロ
ナ
へ
の
対
応
（
二
〇
二
〇
年
初
動
期
）

　
（
1
）　

感
染
症
法

　
　
（
イ
）　

感
染
症
の
「
類
型
」
あ
て
は
め
論

　
　
（
ロ
）　

本
感
染
症
を
「
指
定
感
染
症
」
に

　
（
2
）　

特
措
法

　
　
（
イ
）　

特
措
法
一
部
改
正
法
案

　
　
（
ロ
）　

国
会
に
お
け
る
改
正
法
案
審
議

　
　
　

Ａ　

附
則
一
条
の
二
第
一
項

　
　
　

Ｂ　

感
染
症
法
又
は
特
措
法
（
二
条
一
号
）
改
正
論

　
　
（
ハ
）　

小　

括

四　

結　

び

　
（
1
）　

感
染
症
法
及
び
特
措
法
の
構
造
上
の
問
題

　
　
　

Ａ　

特
措
法
適
用
の
第
一
関
門
（
特
措
法
二
条
一
号
）

　
　
　

Ｂ　

特
措
法
適
用
の
第
二
関
門
（
特
措
法
三
二
条
一
項
）

　
　
　

Ｃ　

特
措
法
適
用
の
第
三
関
門
（
特
措
法
四
五
条
）

　
（
2
）　

感
染
症
法
及
び
特
措
法
の
運
用
上
の
問
題

　
（
3
）　

終
わ
り
に�

（
以
上
、
本
号
）
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（
ロ
）
Ｂ
（
ｄ
））
及
び
「
感
染
症
法
の
課
題
」（
本
稿
二
（
1
）（
ハ
））
で
指
摘
し
た
論
点
を
中
心
に
検
討
し
て
お
き
た
い
。

Ａ　

特
措
法
の
対
象
と
な
る
「
感
染
症
」（
二
条
一
号
）

　

特
措
法
の
対
象
と
な
る
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
は
、
感
染
症
法
六
条
七
項
の
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等0

感
染
症
」（
傍

点
引
用
者
。
同
条
柱
書
）（
本
稿
二
（
1
）（
ロ
）
Ｂ
（
ａ
））
と
、
同
条
九
項
の
「
新
感
染
症
（
全
国
的
か
つ
急
速
な
ま
ん
延
の
お
そ
れ
の

あ
る
も
の
に
限
る
）」
と
か
ら
成
る
（
特
措
法
二
条
一
項
）。

　

前
者
の
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
」
は
、
二
〇
〇
八
年
の
感
染
症
法
改
正
（
本
稿
二
（
1
）（
ロ
）
Ｂ
（
ａ
））
で
「
既
存

の
感
染
症
対
策
を
超
え
た
対
策
が
必
要
で
あ
り
、
従
前
の
一
類
感
染
症
か
ら
五
類
感
染
症
ま
で
の
感
染
症
の
類
型
の
い
ず
れ
か
に
位

置
付
け
る
だ
け
で
は
十
分
な
対
策
が
と
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
新
た
に
一
つ
の
類
型
を
設
け
る
」
と
さ
れ
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

（
感
染
症
法
六
条
七
項
一
号
）
と
「
か
つ
て
世
界
的
規
模
で
流
行
し
…
…
近
年
流
行
が
な
か
っ
た
た
め
に
人
類
の
大
部
分
が
そ
れ
に
対

す
る
免
疫
を
獲
得
し
て
い
な
い
」
再
興
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
同
項
二
号
）
と
を
含
む）

（66
（

。
後
者
の
「
新
感
染
症
」（
感
染
症
法
制
定
時

は
六
条
七
項
［
本
稿
二
（
1
）（
イ
）
Ｃ
（
ａ
）］。
そ
の
後
の
改
正
で
、
現
九
項
）
は
、
未
知
の
感
染
症
の
う
ち
、「
病
状
の
程
度
が
重
篤

…
…
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
」
が
あ
る
も
の
（
本
稿
二
（
1
）（
イ
）
Ｃ
（
ａ
）。
感

染
症
法
制
定
時
は
六
条
七
項
）
に
限
定
さ
れ
る
。
後
者
が
既
知
・
未
知
と
い
う
以
外
に
要
件
を
厳
格
に
し
て
い
る
の
は
、「
原
因
不
明

の
疾
病
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
権
的
な
措
置
の
対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
そ
の
範
囲
を
限
定
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
病
状
が

重
篤
で
な
け
れ
ば
、
原
因
を
究
明
し
た
上
で
指
定
感
染
症
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
で
対
応
が
可
能
」
だ
か
ら
と
い
わ
れ
る）

（64
（

。
右
の

「
強
権
的
な
措
置
」
と
は
、
患
者
等
の
入
院
（
感
染
症
法
四
六
条
以
下
）
の
ほ
か
、「
一
類
感
染
症
と
み
な
し
」
消
毒
（
二
七
条
）、
建

物
に
係
る
措
置
（
三
二
条
）、
交
通
の
制
限
又
は
遮
断
（
三
三
条
）
の
「
全
部
又
は
一
部
を
実
施
」
等
、
五
〇
条
に
よ
り
「
一
類
感
染

症
に
対
し
て
と
り
得
る
措
置
の
す
べ
て
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る）

（6（
（

」
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
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右
の
特
措
法
上
の
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
」
の
定
義
規
定
か
ら
す
る
と
、
特
措
法
の
適
用
対
象
か
ど
う
か
は
、
当
該
感
染
症

が
感
染
症
法
六
条
の
ど
の
類
型
に
該
当
す
る
の
か
の
判
断
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仮
に
当
該
感
染
症
が
再
興
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
（
感
染
症
法
六
条
七
項
二
号
）
や
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
5
Ｎ
1
）
の
よ
う
な
想
定
の
範
囲
内
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
同

項
一
号
）
を
含
む
既
知
の
感
染
症
で
あ
れ
ば
、
特
措
法
の
適
用
対
象
に
な
る
感
染
症
法
な
の
か
ど
う
か
の
判
断
は
比
較
的
容
易
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
未
知
の
感
染
症

0

0

0

0

0

0

が
海
外
で
発
生
し
た
と
き
に
、
当
該
感
染
症
（
お
そ
ら
く
は
「
症
候
群
」
と
し
て
命
名
？
）
が

特
措
法
の
適
用
対
象
に
な
る
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」（
感
染
症
法
六
条
七
項
一
号
）
又
は
「
新
感
染
症
」（
同
条
九
項
）
へ
の
該
当

性
の
判
断
・
決
定
を
短
期
間
に
迫
ら
れ
る
事
態
も
想
定
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
当
該
感
染
症
が
、
症
状
の
重
篤
性
・
ま
ん
延
可
能
性
か

ら
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」「
新
感
染
症
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
、
容
易
に
「
予
知
」
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

感
染
症
法
プ
ロ
パ
ー
の
類
型
論
が
、
結
果
的
に
は
特
措
法
適
用
対
象
論
と
む
す
び
つ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
理

念
型
」
と
し
て
、「
二
つ
の
シ
ナ
リ
オ
」
を
想
定
で
き
よ
う
。

　

第
一
の
シ
ナ
リ
オ
は
、「
危
機
管
理
優
先
型
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
当
該
未
知
の
感
染
症
の
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
」

「
新
感
染
症
」
該
当
性
の
予
知
は
困
難
な
の
で
、
さ
し
あ
た
り
最
悪
の
事
態
を
想
定
し
て
緩
や
か
な
基
準
で
感
染
症
法

0

0

0

0

上
の
「
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
」
又
は
「
新
感
染
症
」
該
当
と
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
措
法

0

0

0

の
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
」
該
当
と

し
、
い
ち
早
く
政
府
対
策
本
部
を
設
置
し
て
、
当
該
感
染
症
に
関
す
る
内
外
の
情
報
収
集
の
か
た
わ
ら
、
特
措
法
上
の
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
時
の
対
策
・
措
置
の
準
備
を
着
々
と
進
め
て
お
き
、
仮
に
当
該
感
染
症
が
心
配
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、

そ
の
時
点
で
政
府
対
策
本
部
を
廃
止
す
る
（
二
一
条
）
ま
で
、
と
割
り
切
る
積
極
対
応
型
で
あ
る
。
こ
の
シ
ナ
リ
オ
の
場
合
、
感
染

症
法
上
の
措
置
を
含
む
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
が
過
度
に
先
行
し
過
ぎ
る
と
、
の
ち
に
批
判
を
受
け
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。

　

他
方
、
第
二
の
シ
ナ
リ
オ
は
、「
石
橋
を
叩
い
て
渡
る
型
」
悪
く
い
え
ば
「
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
型
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
当

該
未
知
の
感
染
症
の
感
染
症
法
上
の
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
」
又
は
「
新
感
染
症
」
該
当
性
の
判
断
を
、
確
証
が
得
ら
れ
る
ま
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で
判
断
・
決
定
を
引
き
延
ば
し
、
あ
わ
よ
く
ば
時
間
稼
ぎ
の
間
に
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
等
が
当
該
感
染
症
の
病
原
体
を
突
き
と
め
て
、
当
該
感

染
症
が
「
既
知
」
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
早
ま
っ
た
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
」
又
は
「
新
感
染
症
」
指
定
の
リ
ス
ク
を
免
れ

て
好
都
合
な
結
果
を
期
待
で
き
る
と
い
う
消
極
対
応
型
で
あ
る
。
こ
と
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
判
断
を
物
差
し
に
使
う
Ｗ
Ｈ
Ｏ
依
存
型
の
決
断
に

は
あ
り
が
ち
な
話
で
あ
り
、
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
判
断
待
ち
で
も
国
内
対
策
は
十
分
に
間
に
合
う
と
の
楽
観
論
で
あ
ろ
う
。

こ
の
シ
ナ
リ
オ
の
場
合
、
感
染
症
法
上
の
措
置
を
含
む
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
が
「
危
機
管
理
優
先
型
」
に
比
べ
て
数
段
後
手
に
ま
わ

り
、
悪
く
す
る
と
、
数
周
遅
れ
に
な
る
と
い
う
リ
ス
ク
を
抱
え
る
。

　

い
さ
さ
か
極
論
的
に
二
つ
の
シ
ナ
リ
オ
を
提
示
し
て
み
た
。
も
と
も
と
感
染
症
法
の
感
染
症
類
型
論
自
体
が
柔
軟
性
を
欠
き
硬
直

的
で
あ
る
と
指
摘
し
た
（
本
稿
二
（
1
）（
ハ
）
Ａ
）。
特
措
法
の
対
象
と
な
る
感
染
症
の
概
念
（
定
義
規
定
）
も
こ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
、

人
権
制
約
と
の
か
ね
あ
い
が
あ
る
に
し
て
も
、
余
り
に
硬
直
的
で
あ
る
と
の
印
象
を
拭
え
な
い
。
現
行
法
上
、
法
論
理
的
に
は
感
染

症
法
の
感
染
症
類
型
へ
の
あ
て
は
め
作
業
が
、
特
措
法
の
判
断
に
先
行
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
特
措
法
の
対
象
の
ひ
と

つ
で
あ
る
「
新
感
染
症
」
該
当
性
の
判
断
を
導
き
だ
す
判
断
主
体
・
手
続
き
・
手
順
等
の
判
断
過
程
に
つ
い
て
、
政
省
令
を
含
め
た

感
染
症
法
上
、
釈
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
（
本
稿
二
（
1
）（
ロ
）
Ａ
（
ａ
）、（
ハ
）
Ａ
）、
も
う
ひ
と
つ
の
特
措
法
適
用
対
象
で

あ
る
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
該
当
性
の
判
断
も
同
様
に
判
断
過
程
の
手
掛
か
り
が
な
く
、
結
局
い
ず
れ
の
概
念
も
、
感
染
症
類

型
の
あ
て
は
め
の
決
定
過
程
の
透
明
性
が
、
必
ず
し
も
担
保
さ
れ
な
い
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
特
措
法
二
条
一
号
は
、
感
染

症
法
の
問
題
点
を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
（64
）　

平
沢
・
前
掲
註（
（14
）及
び
浜
田
・
前
掲
註（
（16
）。

（
（66
）　

厚
生
労
働
省
・
前
掲
註
1
・
一
七
～
一
八
頁
。

（
（64
）　

厚
生
労
働
省
・
同
右
・
五
五
頁
。

（
（6（
）　

厚
生
労
働
省
・
同
右
・
二
一
八
頁
。
ち
な
み
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
は
、
患
者
の
感
染
防
止
協
力
義
務
（
四
四
条
の
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三
）
の
ほ
か
、「
一
類
感
染
症
と
み
な
し
」
建
物
に
係
る
措
置
（
三
二
条
）、
交
通
の
制
限
又
は
遮
断
（
三
三
条
）
の
「
全
部
又
は
一
部
を

適
用
」
可
能
で
あ
る
（
四
四
条
の
四
第
一
項
）。
厚
生
労
働
省
・
同
右
・
一
九
五
頁
。

Ｂ　

入
院
措
置

　

特
措
法
対
象
の
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
」
感
染
症
患
者
に
は
、
一
類
感
染
症
患
者
に
対
す
る
入
院
規
定
を
準
用
し
、
知
事
は

「
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
又
は
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
若
し
く
は
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
」、
緊
急
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
右
以
外
の
「
病
院
若
し
く
は
診
療
所
」
へ
の
入
院
を
勧
告
し
（
感
染
症
法
二
六
条
に
よ
る
一
九
条
一
項

準
用
）、
右
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
二
六
条
に
よ
る
一
九
条
三
項
準
用
）
と
規
定
す
る）

（64
（

。
他
方
、

「
新
感
染
症
」
の
所
見
の
あ
る
者
に
は
、
知
事
が
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
へ
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き

は
右
以
外
の
（
診
療
所
は
除
外
し
て
）「
病
院
」
へ
の
入
院
を
勧
告
し
（
感
染
症
法
四
六
条
一
項
）、
右
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
入
院

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
三
項
）
と
規
定
す
る）

（64
（

（
本
稿
二
（
1
）（
ハ
）
Ｂ
（
ａ
））。

　

右
の
よ
う
に
感
染
症
法
は
、「
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」（
一
類
感
染
症
患
者
に
つ
い
て
一
九
条
三
項
。
二
類
感
染
症
及
び
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
患
者
に
つ
い
て
二
六
条
で
準
用
。
新
感
染
症
患
者
は
四
六
条
二
項
）
と
規
定
す
る
が
、
実
務
解
釈
で
は
感
染
症

に
よ
っ
て
「
原
則
入
院
」「
状
況
に
よ
っ
て
入
院
」
に
分
け
て
い
る
（
本
稿
表
2
参
照
）。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は

繰
り
返
さ
な
い

）
2
の
（64
（

（
本
稿
二
（
1
）（
ハ
）
Ｂ
（
ｃ
）
②
③
参
照
）。

　

感
染
症
の
条
文
だ
け
を
な
が
め
る
と
、
入
院
す
べ
き
医
療
機
関
は
、
感
染
症
に
よ
っ
て
整
然
と
区
別
さ
れ
、
診
療
・
治
療
が
行
わ

れ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
実
に
は
、
患
者
対
応
と
し
て
右
に
掲
げ
ら
れ
た
医
療
機
関
の
ベ
ッ
ド
数
が
満
ち

足
り
る
保
障
は
な
い
ば
か
り
か
、
こ
と
に
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
で
は
病
床
不
足
に
な
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
感

染
症
法
は
正
面
だ
っ
て
規
定
を
お
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
す
で
に
二
〇
〇
七
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
専
門
家
会
議
の
医
療
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体
制
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
、
医
療
機
関
以
外
の
「
代
用
施
設
」
や
「
自
宅
療
養
」
の
選
択
肢
も
視
野
に
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
本

稿
二
（
1
）（
ハ
）
Ｂ
（
ｂ
）（
ｃ
））。

　

代
用
施
設
論
に
入
る
前
に
、
医
療
法
を
改
正
し
て
、
わ
が
国
全
体
と
し
て
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
応
も
可
能
な
病
床
配
置
に
す
べ
き
と

の
見
解
も
聞
か
れ
る
。
口
で
言
う
の
は
易
し
い
が
、
民
間
病
院
が
大
勢
の
わ
が
国
医
療
機
関
に
お
い
て
、
感
染
症
対
応
の
医
療
機

器
・
人
材
の
配
置
よ
り
も
む
し
ろ
、
感
染
症
患
者
受
入
れ
に
伴
う
日
常
的
な
通
院
・
入
院
患
者
へ
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
の
（
抜

本
的
な
空
調
改
善
等
を
含
め
た
）
ハ
ー
ド
投
資
が
か
さ
む
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
掛
け
声
倒
れ
に
終
わ
ら
せ
な
い
決
意
と
、
ふ
ん
だ

ん
な
支
援
策
・
財
源
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う

）
3
の
（64
（

。

　

特
措
法
四
八
条
は
、
感
染
症
法
一
九
条
等
に
挙
げ
ら
れ
た
「
医
療
機
関
」
で
な
い
「
臨
時
の
医
療
施
設

0

0

0

0

0

0

0

」
の
規
定
を
設
け
た
（
本

稿
二
（
2
）（
ハ
）
Ｂ
（
ｄ
）
③
）。
こ
の
こ
と
は
、
感
染
症
法
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
う
え
で
、
一
歩
前
進
と
評
価
で
き
る

）
4
の
（64
（

。

　

そ
の
反
面
、「
自
宅
療
養
」
が
置
い
て
き
ぼ
り
を
く
ら
っ
て
い
る
。
感
染
症
法
に
は
「
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り

る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
」
に
「
居
宅
…
…
か
ら
外
出
し
な
い
こ
と
そ
の
他
…
…
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」（
四
四
条
の
三
）

と
の
規
定
は
あ
る
も
の
の
、
右
は
、
患
者
そ
の
も
の
を
対
象
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
患
者
と
濃
厚
に
接
触
し
、
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
特
に
疑
わ
れ
る
者
」、
い
わ
ば
「
患
者
予
備
軍
」
を
対
象
に
す
る
に
と
ど
ま
る）

（64
（

。
む
ろ
ん
本

来
の
医
療
機
関
及
び
代
用
医
療
施
設
が
患
者
等
を
全
員
収
容
で
き
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
、
限
ら
れ
た
病
床
資
源

の
中
で
、
そ
れ
は
不
可
能
な
願
望
で
し
か
な
い
。
か
と
い
っ
て
正
面
か
ら
「
自
宅
療
養
」
を
公
認
す
る
の
は
「
白
旗
」
を
挙
げ
る
こ

と
に
な
る
の
で
面
子
が
許
さ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
患
者
の
治
療
及
び
家
庭
内
感
染
防
止
の
観
点
か
ら
「
自
宅
療
養
」
の
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
体
制
を
用
意
し
な
い
限
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
全
体
的
な
医
療
体
制
を
築
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う

）
2
の
（64
（

（
本
稿
二
（
1
）

（
ロ
）
Ｂ
（
ｄ
）
④
、
二
（
1
）（
ハ
）
Ｂ
（
ｃ
）
④
参
照
）。
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（
（64
）　

厚
生
労
働
省
・
前
掲
註（
1
）・
一
三
七
頁
。

（
（64
）　

厚
生
労
働
省
・
同
右
・
二
〇
八
頁
。

（
（64
の
2
）　

ち
な
み
に
二
〇
二
一
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
法
五
号
）
第
二
条

に
よ
る
感
染
症
法
の
一
部
改
正
に
と
も
な
う
改
正
後
の
二
六
条
二
項
（
新
設
）
に
よ
れ
ば
、
こ
と
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
（
病

状
の
程
度
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
）
患
者
の
入
院
勧
告
・
措
置
に
関
す
る
一
九
条
の
準
用
は
、「
当
該
感
染

症
の
病
状
又
は
当
該
感
染
症
に
か
か
っ
た
場
合
の
病
状
の
程
度
が
重
篤
化
す
る
お
そ
れ
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」
及
び

「［
濃
厚
接
触
者
等
で
四
四
条
の
三
第
二
項
の
居
宅
待
機
の
］
協
力
の
求
め
に
応
じ
な
い
も
の
」
に
限
定
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。
松
澤

登
「
新
型
コ
ロ
ナ
『
特
措
法
・
感
染
症
法
等
』
改
正
で
ど
う
変
わ
っ
た
か
」
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所
・
基
礎
研
レ
ポ
ー
ト
（
二
〇
二
一
年

二
月
二
二
日
）
参
照
。

（
（64
の
3
）　

二
〇
二
一
年
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
三
四
九
号
）
第
三
条
に
よ
る
医
療
法
の
一
部
改
正
に
よ
っ
て
、
都
道
府
県
の
医
療
計
画
に
「
そ
の
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
の
生

命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る
感
染
症
が
ま
ん
延
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
の
医
療
」
が
加
わ
っ
た
（
改

正
後
の
医
療
法
三
〇
条
の
四
二
第
二
項
五
号
ハ
）
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
施
行
は
令
和
六
［
二
〇
二
四
］
年
四
月
一
日
で
あ
る

（
（64
の
4
）　

二
〇
二
一
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
法
五
号
）
に
よ
る
特
措
法
改

正
に
よ
り
、
緊
急
事
態
を
待
た
ず
政
府
対
策
本
部
設
置
時
に
前
倒
し
で
「
臨
時
の
医
療
施
設
等
」
の
開
設
及
び
医
療
提
供
が
可
能
に
な
っ

た
（
改
正
後
の
特
措
法
三
一
条
の
二
。
新
設
）。
右
の
医
療
施
設
に
は
、
緊
急
事
態
に
お
け
る
臨
時
の
医
療
施
設
（
四
八
条
）
と
同
じ
く

消
防
法
、
建
築
基
準
法
、
医
療
法
の
一
部
規
定
の
適
用
除
外
・
緩
和
措
置
（
改
正
法
同
条
三
～
七
項
。
新
設
）
を
置
く
。
こ
と
施
設
の
た

め
の
土
地
の
使
用
に
関
し
て
は
、「
所
有
者
及
び
占
有
者
の
同
意
を
得
」
た
と
き
に
限
ら
れ
（
三
一
条
の
三
。
新
設
）、
不
同
意
の
場
合
の

規
定
を
欠
く
点
に
お
い
て
、
緊
急
事
態
に
お
け
る
臨
時
の
医
療
施
設
と
は
異
な
る
（
四
九
条
一
、
二
項
参
照
）。

（
（64
）　

厚
生
労
働
省
・
前
掲
註（
1
）・
一
九
三
頁
。

（
（64
の
2
）　

各
都
道
府
県
・
保
健
所
設
置
市
・
特
別
区
衛
生
主
管
局
（
部
）
宛
・
厚
生
労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
「
感
染
症
の
予
防
及

び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
改
正
に
つ
い
て
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
関
係
）
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
に
つ
い
て
」
一
、
四
頁
（
令
和
三
年
二
月
一
〇
日
）
は
、
註（
（64
の
2
）の
二
〇
二
一
年
感
染
症
法
の
一
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部
改
正
に
よ
っ
て
、「
宿
泊
療
養
・
自
宅
療
養
が
法
定
化
さ
れ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
正
確
に
は
、「
当
該
感
染
症
の
患
者
に
対
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…
…
宿0

泊
施
設

0

0

0

（
当
該
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
適
当
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）
若
し
0

0

く
は
0

0

当
該
者
の
居
宅
…
…
か
ら
外
出
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
…
…
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」（
傍
点
、
改
正
箇
所
）
と
い
う
規
定

（
改
正
後
の
四
四
条
の
三
第
二
項
）
と
、「
知
事
は
第
二
項
に
よ
り
協
力
を
求
め
る
と
き
は
…
…
必
要
な
宿
泊
施
設
の
確
保
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」（
改
正
後
の
同
条
七
項
＝
新
設
）
と
の
規
定
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
は
遠
回
し
の
法
文
で
は
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
改
正

法
に
よ
り
入
院
対
象
者
を
限
定
し
（
前
掲
註（
（64
の
2
））「
蛇
口
」
を
し
ぼ
っ
た
た
め
、
あ
ぶ
れ
た
者
を
臨
時
施
設
な
ら
と
も
か
く
、
代

用
施
設
や
自
宅
療
養
に
追
い
や
る
と
い
う
話
に
聞
こ
え
、
余
り
に
事
実
あ
と
追
い
的
な
も
の
で
あ
る
。
濃
厚
接
触
者
な
み
に
、
自
宅
療
養

者
等
へ
の
食
事
・
生
活
用
品
支
給
等
の
生
活
支
援
が
明
文
化
さ
れ
た
（
改
正
後
の
同
条
四
項
）
こ
と
は
、
一
歩
前
進
と
評
価
で
き
る
が
、

肝
心
か
な
め
の
自
宅
療
養
者
等
へ
の
日
常
的
及
び
病
状
急
変
時
の
医
療
体
制
を
真
正
面
か
ら
明
文
化
し
な
い
限
り
、「
自
宅
療
養
」
等
が

堂
々
と
「
入
院
」
代
用
と
し
て
市
民
権
を
得
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

Ｃ　

行
動
制
限

　

わ
が
国
が
体
験
し
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪
（
本
稿
二
（
1
）（
ハ
）
Ｄ
（
ｂ
）
①
②
）、
二
〇
〇
九
年
イ
ン
フ
ル
（
本
稿
二
（
2
）（
イ
））
の

ど
れ
を
と
っ
て
も
、
感
染
経
路
で
あ
る
飛
沫
感
染
・
接
触
感
染
・
エ
ア
ロ
ゾ
ー
ル
感
染
、
い
ず
れ
も
「
人
と
人
と
の
接
触
を
極
力
避

け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
感
染
の
拡
大
の
回
避
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
措
置

と
し
て
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
や
治
療
薬
服
用
が
は
じ
ま
る
ま
で
の
間
、
非
医
薬
的
・
公
衆
衛
生
手
段
と
し
て
、
人
々
の
移
動
や
集
ま

り
を
い
か
に
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
抑
制
し
、
感
染
拡
大
を
防
止
し
す
る
の
か
が
決
め
手
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
時
代
背
景
や
ウ

イ
ル
ス
に
違
い
は
あ
っ
て
も
、
米
国
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
お
け
る
都
市
が
講
じ
た
非
医
薬
的
措
置
は
、
感
染
初
期
ほ
ど
効
果
的
で
あ

る
と
い
う
教
訓
が
得
ら
れ
た
（
本
稿
二
（
1
）（
ハ
）
Ｄ
（
ｂ
）
③
）。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
行
動
制
限
は
、「
初
め
に
厳
し
く
、

徐
々
に
緩
め
る
」
と
い
う
の
が
鉄
則
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。
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感
染
症
法
は
、
旧
伝
染
病
予
防
法
に
あ
っ
た
「
交
通
遮
断
・
隔
離
」（
八
、
一
九
条
）
を
継
承
し
な
か
っ
た
（
本
稿
二
（
1
）（
ロ
）

Ｂ
（
ｄ
）
②
）。
感
染
症
法
に
は
、
わ
ず
か
に
残
骸
的
に
「
建
物
に
係
る
措
置
」（
感
染
症
法
三
二
条
）（
本
稿
二
（
1
）（
ハ
）
Ｄ
（
ａ
）

①
）
と
「
交
通
の
制
限
又
は
遮
断
」（
同
法
三
三
条
）
が
あ
る
。
こ
と
に
後
者
が
都
市
封
鎖
的
に
使
え
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く

て
、「
消
毒
や
健
康
診
断
に
要
す
る
期
間
を
考
慮
し
た
」
と
称
す
る）

（45
（

だ
け
あ
っ
て
、「
七
二
時
間
以
内
の
期
間
」
と
い
う
極
め
て
短
期

間
の
措
置
で
、
お
ま
け
に
そ
の
地
理
的
範
囲
は
「
汚
染
さ
れ
…
…
た
…
…
場
所
」
と
地
点
的
に
表
現
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

お
よ
そ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
は
使
え
な
い
規
定
で
あ
る
（
本
稿
二
（
1
）（
ハ
）
Ｄ
（
ａ
）
②
）。
ま
た
感
染
症
法
は
、
旧
伝
染
病
予

防
法
に
あ
っ
た
集
会
の
制
限
（
一
九
条
）
と
は
、
完
全
に
無
縁
で
あ
る
（
本
稿
二
（
1
）（
ハ
）
Ｄ
（
ａ
）
③
）。

　

で
は
特
措
法
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
ま
ず
「
都
道
府
県
対
策
本
部
長
［
＝
知
事
］
は
…
…
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
実
施

に
関
し
必
要
な
協
力
の
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
特
措
法
二
四
条
九
項
）。
こ
れ
は
行
政
指
導
の
根
拠
規
定
で
、
し
か
も
講
学

上
は
権
限
の
創
設
規
定
で
は
な
く
確
認
規
定
に
と
ど
ま
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
規
定
が
な
く
て
も
行
え
る
も
の
で
あ
る
（
本
稿
二

（
2
）（
ハ
）
Ｂ
（
ｄ
）
①
（
η
））。

　

特
措
法
の
「
緊
急
事
態
」（
同
法
三
二
条
）
に
お
け
る
「
ま
ん
延
防
止
措
置
」
と
し
て
、「
知
事
は
…
…
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
」（
同
法
四
五
条
一
項
）
と
、
先
の
二
四
条
九
項
と
変
り
ば
え
の
し
な
い
規
定
を
置
く
。
続
け
て
、
知
事
が
学
校
、
社
会
福
祉

施
設
、
興
業
所
等
の
施
設
管
理
者
又
は
催
物
（
イ
ベ
ン
ト
）
開
催
者
に
対
し
、
施
設
又
は
催
物
の
使
用
・
開
催
制
限
・
停
止
そ
の
他

の
措
置
を
要
請
し
（
同
条
二
項
）、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
要
請
に
応
じ
な
い
と
き
に
、「
当
該
要
請
に
係
る
措
置
を
構
ず
べ
き
こ

と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
同
条
三
項
）
と
し
て
、「
要
請
」
か
ら
「
指
示
」
へ
の
切
替
え
が
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
指

示
」
の
要
件
と
し
て
は
、
ま
ん
延
防
止
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
、
保
護
、
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
の
混
乱
回
避
の
た
め
「
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
と
い
う
制
約
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
要
請
及
び
指
示
は
、
公
表
す
る
（
同
条
四
項
）。
こ
こ
が
要

請
の
み
の
二
四
条
九
項
と
違
う
点
で
あ
る
（
本
稿
二
（
2
）（
ハ
）
Ｂ
（
ｄ
）
①
（
ζ
））。
と
は
い
え
、
右
の
「
要
請
」
や
「
指
示
」
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無
視
へ
の
制
裁
（
罰
則
）
で
あ
る
と
か
、「
指
示
」
内
容
の
徹
底
（
強
制
力
）
を
欠
い
て
い
る
。
論
者
に
よ
っ
て
は
「
公
表
」
を
講
学

上
広
義
の
制
裁
に
入
れ
る
者
も
い
る
よ
う
だ
が
、
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
意
に
も
介
さ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
Ｐ
Ｒ
に
な
る
と
の
居
直

り
組
も
あ
り
、
果
た
し
て
実
効
性
の
あ
る
措
置
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
、
極
め
て
疑
問
で
あ
る）

3
の
（45
）（
2
の
（45
（

。

　

特
措
法
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、「
行
動
制
限
」
と
い
っ
て
も
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
当
時
の
わ
が
国
（
本
稿
二
（
1
）（
ハ
）
Ｄ
（
ｂ
）

①
）
や
米
国
都
市
（
本
稿
二
（
1
）（
ハ
）
Ｄ
（
ｂ
）
③
）
と
同
じ
く
、
本
感
染
症
（CO

V
ID

-19

）
に
関
し
て
海
外
で
行
わ
れ
て
き
た

「
都
市
封
鎖

0

0

0

0

」
等
と
は
全
く
無
縁

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
特
措
法
は
、
い
わ
ば
遠
慮
が
ち
に
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
当
時
の
実
務
と
同
様
に
、
行
政
指

導
を
中
心
に
据
え
た
ソ
フ
ト
な
手
法
し
か
用
意
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
巷
の
論
壇
に
目
を
や
る
と
、
憲
法
を
持
ち
出
す
人
権
論
に

お
い
て
は
、
行
動
制
約
を
受
け
る
側
の
人
権
保
障
が
声
高
に
叫
ば
れ
る
一
方
で
、
感
染
症
の
拡
大
に
よ
り
被
害
を
蒙
る
不
特
定
多
数

の
人
権
は
脇
に
や
ら
れ
る
と
い
う
、
極
め
て
バ
ラ
ン
ス
を
失
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
万
一
に
も
こ
れ
が
行
き
過
ぎ
る

と
、「
国
滅
び
て
人
権
あ
り
」
に
な
り
か
ね
な
い
と
危
惧
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
余
り
に
も
性
善
説
に
立
つ
楽
観
主
義
的
で
控
え
目
な

特
措
法
上
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
よ
っ
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ
の
勝
算
あ
る
と
い
え
る
の
か
、
不
安
を
禁
じ
得
な
い
。

（
（45
）　

厚
生
労
働
省
・
前
掲
註（
7
）・
一
五
五
頁
。

（
（45
の
2
）　

二
〇
二
一
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
法
律
五
号
）
に
よ
る
特
措
法
の

一
部
改
正
に
よ
り
、「
要
請
」
に
応
じ
な
い
と
き
の
「
指
示
」
を
「
命
ず
る
」
に
改
め
（
改
正
後
の
四
五
条
三
項
）、「
命
令
に
違
反
し
た

場
合
」
に
「
五
十
万
円
以
下
の
過
料
」
と
い
う
経
済
的
に
は
軽
微
な
制
裁
条
項
を
加
え
た
（
改
正
後
の
七
九
条
。
新
設
）。
し
か
も
要

請
・
命
令
と
も
に
「
あ
ら
か
じ
め
、
感
染
症
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」（
改
正
後
の
四
五
条
四
項
。
新
設
。
旧
四
項
を
五
項
に
繰
下
げ
）
と
い
う
手
続
き
規
定
を
設
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
幾
分
は
改
善

さ
れ
た
が
、
と
か
く
施
設
管
理
者
等
へ
の
命
令
は
も
っ
ぱ
ら
不
作
為
義
務
だ
か
ら
、
代
替
的
作
為
義
務
に
転
換
す
る
措
置
命
令
で
な
い
限

り
、
行
政
上
の
強
制
措
置
は
無
理
筋
で
あ
る
。

（
（45
の
3
）　

二
〇
二
一
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
法
律
五
号
）
一
条
に
よ
る
特
措
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法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、「
ま
ん
延
防
止
に
関
す
る
措
置
が
事
業
者
の
経
営
及
び
国
民
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
し
、
国
民
生
活
及
び

国
民
経
済
の
安
定
を
図
る
た
め
、
当
該
影
響
を
受
け
た
事
業
者
を
支
援
す
る
財
政
上
の
措
置

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
効
果
的
に
講
ず
る

0

0

0

も
の
と
す
る
」（
傍
点
引
用
者
。
改
正
法
六
三
条
の
二
第
一
項
。
ち
な
み
に
第
二
項
は
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
が
発
生
し
た
と
き
に

お
い
て
医
療
の
提
供
体
制
の
確
保
を
図
る
た
め
、
…
…
医
療
機
関
及
び
医
療
関
係
者
に
対
す
る
支
援
」）
と
規
定
さ
れ
た
。
法
律
論
と
し

て
、「
施
設
の
使
用
制
限
等
に
よ
る
施
設
管
理
者
に
対
す
る
公
的
な
補
償
は
…
…
事
業
活
動
に
内
在
す
る
社
会
的
制
約

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
考
え
ら

れ
、
公
的
な
補
償
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
」（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
政
策
研
究
会
・
前
掲
註（
7
）・
一
六
一
～
一
六
二
頁
）
と
い
わ

れ
て
も
、
論
壇
の
憲
法
論
や
与
野
党
国
会
議
員
か
ら
は
「
自
粛
要
請
と
補
償
と
は
セ
ッ
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
の
合
唱
は
消
え
ず
、
お
ま
け
に
実
務
上
、

東
京
都
が
自
粛
協
力
店
へ
の
「
協
力
金

0

0

0

」
方
式
0

0

（
藤
原
・
前
掲
註（
14
の
2
）・
六
四
頁
。
私
見
で
は
、
こ
と
の
当
否
を
別
と
し
て
、
自
治

体
と
事
業
者
と
の
一
種
の
「
契
約
」
と
も
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
で
先
鞭
を
つ
け
全
国
に
広
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

右
規
定
を
右
「
協
力
金
」
方
式
を
公
認
し
た
規
定
と
受
け
止
め
ら
れ
か
ね
な
い
。
し
か
し
右
法
文
を
「
協
力
金
」
御
墨
付
き
規
定
と
断
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
も
「
玉
虫
色
」
の
規
定
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
お
松
澤
登
・
前
掲
註（
（64
の
2
）・
六
頁
参
照
。

三　

新
型
コ
ロ
ナ
へ
の
対
応
（
二
〇
二
〇
年
初
動
期
）

　

本
章
で
は
、
二
〇
二
〇
年
二
月
及
び
三
月
の
本
感
染
症
（CO

V
ID

-19

）
対
応
の
初
動
期
に
お
い
て
、
本
稿
で
重
点
的
に
考
察
し

た
感
染
症
対
策
法
令
で
あ
る
感
染
症
法
及
び
特
措
法
（
本
稿
二
（
1
）
及
び
（
2
））
の
両
者
を
、
ど
う
立
ち
上
げ
て
い
っ
た
か
だ
け

に
的
を
し
ぼ
っ
て
、
若
干
の
考
察
を
加
え
る
。

　

換
言
す
れ
ば
、
第
一
章
（
本
稿
一
（
3
））
で
も
断
っ
た
よ
う
に
、
本
章
は
、
本
感
染
症
初
動
期
に
お
け
る
法
令
運
用
や
行
政
実

務
・
実
態
の
詳
細
で
あ
る
と
か
、
ひ
い
て
は
そ
れ
ら
の
功
罪
・
対
応
の
評
価
に
つ
い
て
立
入
る
も
の
で
は
な
い
。
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（
1
）　

感
染
症
法

（
イ
）　

感
染
症
の
「
類
型
」
あ
て
は
め
論

　

新
し
い
感
染
症
が
登
場
す
る
た
び
に
、
当
該
感
染
症
が
感
染
症
法
六
条
の
ど
の
類
型
に
該
当
す
る
の
か
が
必
ず
問
題
に
な
る
。
と

い
う
の
は
、
い
ず
れ
の
類
型
に
属
す
る
か
に
よ
っ
て
、
当
該
感
染
症
法
へ
の
措
置
に
違
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
本
稿
表
2
参
照
）。

　

本
感
染
症
（CO

V
ID

-19

）
に
つ
い
て
み
る
と
、
二
〇
二
〇
年
一
月
二
三
日
に
中
国
湖
北
省
武
漢
市
が
都
市
封
鎖）

（41
（

す
る
よ
り
も
以

前
の
時
点
、
遅
く
と
も
同
月
一
一
日
に
同
市
で
初
の
新
型
肺
炎
に
よ
る
死
者
を
出
し
た
時
点
で
は
、
既
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に

よ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
た）

（45
（

。
こ
の
よ
う
に
翌
二
月
一
一
日
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
本
感
染
症
を
「CO

V
ID

-19

」
と
命
名
し
、
か
つ
国
際
ウ

イ
ル
ス
学
会
が
ウ
イ
ル
ス
を
「SA

RS-Cov-2

」
と
命
名
し
た
時
点
の
遅
く
と
も
一
か
月
前
に
は
、
本
感
染
症
が
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
よ
る
も
の
と
判
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

次
節
の
特
措
法
に
関
連
づ
け
る
な
ら
ば
、
本
感
染
症
が
「
新
感
染
症
」
に
分
類
さ
れ
れ
ば
、
特
措
法
の
適
用
対
象
に
な
り
得
る
こ

と
に
疑
い
は
な
い
（
特
措
法
二
条
一
号
）（
本
稿
二
（
2
）（
ニ
）
Ａ
）。
果
た
し
て
本
感
染
症
を
「
新
感
染
症
」（
現
・
六
条
九
項
）
該
当

と
判
断
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
新
感
染
症
の
定
義
で
あ
る
「
既
に
知
ら
れ
て
い
る
感
染
性
の
疾
患
と
…
…
明
ら
か
に
異
な
る

も
の
」、
す
な
わ
ち
「
既
知
」「
未
知
」
の
線
引
き
が
か
か
わ
る
（
本
稿
二
（
1
）（
イ
）
Ｃ
（
ｂ
））。
特
措
法
改
正
案
の
国
会
委
員
会

審
議
に
お
い
て
、
大
臣
は
、（
ロ
）
で
述
べ
る
よ
う
に
、
本
感
染
症
を
新
感
染
症
で
は
な
く
指
定
感
染
症
に
し
、
そ
の
判
断
の
根
拠

は
、
同
年
一
月
九
日
、
中
国
そ
し
て
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
本
感
染
症
は
「
新
し
い
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
も
の
が
原
因
で
あ
る
」
と
確
認
し

た
こ
と
に
あ
り
、「［
本
感
染
症
］
は
、
病
原
体
や
症
状
等
が
既
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
…
…
い
わ
ゆ
る
未
知
の
も
の
で
は
な
く
既

知
の
も
の
、
し
た
が
っ
て
…
…
［
新
感
染
症
で
は
な
く
］
指
定
感
染
症
に
指
定
」
し
た
と
答
え
る
。
そ
の
一
方
、
新
感
染
症
は
「
既

に
知
ら
れ
て
い
る
感
染
症
の
疾
病
と
そ
の
病
状
又
は
治
療
の
結
果
が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
」
と
も
答
え
て
い
る）

（44
（

。
こ
の
二
つ
の
命
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題
か
ら
、「
未
知
の
感
染
症
に
直
面
し
た
場
合
、
病
原
体
が
特
定
さ
れ
た
時
点
で
新
感
染
症
に
は
該
当
し
な
い
」
の
か
、
そ
れ
と
も

「
病
原
体
が
特
定
さ
れ
た
だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
病
状
又
は
治
療
の
結
果
が
既
知
の
感
染
症
と
明
ら
か
に
異
な
っ
て

い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
」
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
沸
く）

（46
（

。
と
こ
ろ
が
こ
の
点
に
関
し
、
感
染
症
法
制
定
時
の
国

会
委
員
会
会
議
録
に
も
逐
条
書
に
も
直
接
の
手
掛
か
り
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（44
（

。
仮
に
後
者
（
病
状
又
は
治
療
の
結
果
）
を
指
標
に

す
る
な
ら
ば
、
本
感
染
症
が
新
感
染
症
に
該
当
す
る
可
能
性
が
高
い
と
も
読
め
る
。
ま
た
尾
身
氏
に
よ
れ
ば
、
法
的
で
は
な
く
「
純

粋
に
公
衆
衛
生
あ
る
い
は
感
染
症
学
的
な
立
場
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
は
新
し
い
感
染
症
」
と
い
う）

（4（
（

。
こ
う
し
た
点
を
含
め
、
次
節
で

再
論
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
ロ
）　

本
感
染
症
を
「
指
定
感
染
症
」
に

　

わ
が
国
政
府
は
、
同
年
一
月
二
八
日

）
2
の
（4（
（

、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
」（
令
和
二
政

令
一
一
号
）
を
発
令
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
感
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た

も
の
に
限
る
）」
を
、「［
感
染
症
法
六
条
八
項
の
］
指
定
感
染
症

0

0

0

0

0

と
し
て
定
め
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
傍
点
引
用
者
。
同
令
一
条
）。

本
感
染
症
の
指
定
感
染
症
へ
の
指
定
は
「
一
年
以
内
の
政
令
で
定
め
る
期
間
」（
感
染
症
法
七
条
一
項
）
な
の
で
、「
政
令
の
施
行
の

日
以
後
同
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
日
ま
で
の
期
間
」（
令
二
条
）、
具
体
的
に
は
令
和
三
（
二
〇
二
一
）
年
二
月

六
日
ま
で
と
さ
れ
た）

（44
（

。

　

本
感
染
症
に
準
用
さ
れ
る
感
染
症
法
の
規
定
（
感
染
症
法
七
条
一
項
）
に
は
、
一
類
感
染
症
に
適
用
さ
れ
る
建
物
に
係
る
措
置

（
三
二
条
）、
交
通
の
制
限
又
は
遮
断
（
三
三
条
）（
本
稿
二
（
1
）（
ハ
）
Ｄ
（
ａ
）
①
②
）
は
、
含
ま
れ
て
い
な
い
（
令
三
条
）。
翌
月

二
月
一
四
日
の
同
令
の
一
部
改
正
政
令
（
令
和
二
政
令
三
〇
号）

（44
（

）
に
お
い
て
も
、
右
の
三
二
、
三
三
条
等
の
準
用
は
、
含
ま
れ
て
い
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な
い（

（65
（

。
と
い
う
の
は
、
同
令
の
文
言
上
明
言
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
政
府
説
明
で
は
「
厚
生
科
学
審
議
会
感
染
症
部
会
へ
の
諮

問
、
答
申
」
で
「
二
類
感
染
症
相
当
の
措
置

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
い
わ
ゆ
る
措
置
入
院
、
検
疫
法
に
基
づ
く
診
療
、
診
察
を
取
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
御
判
断
を
い
た
だ
い
た
」
と
い
う（

（（6
（

。
も
っ
と
も
右
に
い
う
部
会
は
、
持
ち
回
り
開
催
の
た
め
か
、

配
付
資
料
、
議
事
概
要
を
み
る
限
り
、「
二
類
感
染
症
」
云
々
の
議
論
は
み
え
て
こ
な
い（

（（6
（

。

（
（66
（　

Ｂ
Ｓ
12
ト
ゥ
エ
ル
ビ
局China H

our

で
二
〇
二
〇
年
四
月
二
二
日
一
九
時
放
送
の
Ｃ
Ｇ
Ｔ
Ｎ
製
作
「
特
別
編
ザ
・
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン

（T
he Lockdow

n: O
ne M

onth in W
uhan

（」
に
は
、
一
月
二
三
日
午
前
一
〇
時
の
武
漢
市
都
市
封
鎖
開
始
前
に
、
大
勢
の
市
民
が

脱
出
す
る
映
像
が
残
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
封
鎖
中
に
武
漢
市
に
と
ど
ま
っ
た
市
民
は
、
取
り
残
さ
れ
た
人
々
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
（62
（　

滝
田
洋
一
・
前
掲
註（
9
（・
一
四
～
一
五
頁
。

（
（63
（　

西
村
康
稔
国
務
大
臣
・
第
二
〇
一
回
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
議
録
（
以
下
「
衆
院
」
と
略
記
す
る
（・
令
和
二
年
三
月
一
一
日
二

～
三
、
四
頁
、
同
国
会
参
議
院
内
閣
委
員
会
会
議
録
（
以
下
「
参
院
」
と
略
記
す
る
（・
令
和
二
年
三
月
一
三
日
一
八
頁
（
二
〇
二
〇
（。

（
（64
（　

長
浜
博
行
委
員
・
参
院
・
三
月
一
三
日
一
〇
頁
。

（
（66
（　

後
藤
祐
一
委
員
は
、「
特
措
法
で
適
用
す
る
新
感
染
症
と
い
う
も
の
は
未
知
の
も
の
に
限
定
し
て
い
た
ん
で
す
か
」
と
し
て
、
確
認

の
意
味
で
感
染
症
制
定
時
及
び
特
措
法
制
定
時
の
法
制
局
審
査
録
の
提
出
を
求
め
た
が
、「
各
省
庁
と
相
談
し
な
い
と
…
…
提
出
で
き
な

い
」
と
の
こ
と
で
理
事
会
協
議
事
項
に
さ
れ
た
。
後
藤
祐
一
委
員
（
立
憲
民
主
・
国
民
・
社
保
・
無
所
属
フ
ィ
ー
ラ
ム
（・
衆
院
・
三
月

一
一
日
一
四
頁
。

（
（6（
（　

尾
身
茂
参
考
人
（
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
理
事
長
（・
参
院
・
三
月
一
三
日
五
頁
。

（
（6（
の
2
（　

国
内
で
は
、
一
月
一
五
日
に
武
漢
市
に
渡
航
歴
の
あ
る
中
国
人
の
発
症
が
判
明
し
た
の
が
一
例
目
で
、
同
月
二
四
日
に
二
例
目

が
判
明
し
た
。
竹
中
・
前
掲
註（
9
の
3
（・
三
五
六
頁
。
く
し
き
も
政
令
発
令
の
一
月
二
八
日
に
、
中
国
人
観
光
客
を
乗
せ
た
ツ
ア
ー
バ

ス
の
運
転
を
し
て
い
た
渡
航
歴
な
き
運
転
手
の
感
染
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
竹
中
・
同
右
・
同
頁
。

（
（67
（　

健
発
〇
一
二
八
第
五
号
・
各
都
道
府
県
知
事
・
保
健
所
設
置
市
長
・
特
別
区
区
長
宛
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
等
の
施
行
に
つ
い
て
（
施
行
通
知
（」（
令
和
二
年
一
月
二
八
日
（　https://w

w
w

.
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m
hlw

.go.jp/stf/seisakunituite/bunnya/0000121431_00212.htm
l�＞

二
〇
二
〇
年
一
月
二
八
日

（
（44
）　

健
発
〇
二
一
三
第
四
号
・
各
都
道
府
県
知
事
・
保
健
所
設
置
市
長
・
特
別
区
区
長
宛
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
を
検
疫
法
第
三
四
条
の
感
染
症
の
種
類
と
し
て
指
定
す
る
等
の
政
令
に
つ
い
て
（
施
行
通
知
）」（
令
和
二
年
二
月
一
三
日
）
に

あ
る
よ
う
に
、
改
正
は
、
無
症
状
病
原
体
保
有
者
の
入
院
措
置
対
象
へ
の
追
加
の
み
で
あ
る
。

（
（44
）　

西
村
大
臣
・
衆
院
・
三
月
一
一
日
一
三
頁
。

（
（（5
）　

稲
津
久
厚
生
労
働
副
大
臣
・
参
院
・
三
月
一
三
日
一
一
頁
。

（
（（1
）　

第
三
六
回
厚
生
科
学
審
議
会
感
染
症
部
会
（
持
ち
回
り
開
催
）
資
料
を
み
る
と
、「
資
料
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
指
定

感
染
症
等
へ
の
指
定
に
つ
い
て
」
六
頁
「
感
染
症
法
の
対
象
と
な
る
感
染
症
の
概
観
と
そ
の
措
置
」
と
題
す
る
表
（
本
稿
表
1
類
似
）
で

「
二
類
感
染
症
」
が
太
枠
で
囲
ま
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。「
議
事
概
要
」
に
至
っ
て
は
、
議
題
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
指
定

感
染
症
へ
の
指
定
に
つ
い
て
」、
審
査
結
果
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
指
定
感
染
症
へ
の
指
定
に
つ
い
て
了
承
さ
れ
た
」
と
す

る
の
み
で
あ
る
。https://w

w
w
.m

hlw
.go.jp/stf/new

page_09136.htm
l

（
2
）　

特
措
法

　

す
で
に
（
1
）
で
頭
出
し
し
た
よ
う
に
、
本
感
染
症
を
、「
新
感
染
症
」
で
は
な
く
「
指
定
感
染
症
」
に
指
定
し
た
た
め
、
こ
の

ま
ま
で
は
特
措
法
の
対
象
た
る
感
染
症
（
特
措
法
二
条
一
号
）
に
該
当
し
な
く
な
る
。
そ
こ
で
何
ら
か
の
工
夫
が
迫
ら
れ
、
三
月
一

〇
日
閣
議
決
定
に
よ
り
特
措
法
の
改
正
に
打
っ
て
出
た
の
で
あ
る
。

（
イ
）　

特
措
法
一
部
改
正
法
案

　

特
措
法
の
一
部
改
正
法
案
（
内
閣
提
出
四
六
号
。
以
下
、「
本
法
案
」
と
い
う
）
の
趣
旨
・
提
案
理
由
は
、「
政
府
行
動
計
画
の
策
定
、

政
府
対
策
本
部
の
設
置
等
の
措
置
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
と
き
に
お
け
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
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対
策
特
別
措
置
法
の
適
用
対
象
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
暫
定
的
に
位
置
付
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
生
命
及
び
健

康
を
保
護
し
、
並
び
に
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
が
最
小
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
こ
と
に
あ

（
傍
点
引
用
者）

（（5
（

）。

　

特
措
法
改
正
法
と
い
い
な
が
ら
、
本
法
案
は
、
特
措
法
の
本
則
、
こ
と
に
特
措
法
適
用
対
象
の
感
染
症
の
定
義
規
定
（
二
条
一

号
）
に
は
直
接
手
を
加
え
な
い
で
、「
附
則
一
条
の
二
」
と
し
て
一
ヵ
条
（
全
体
三
項
）
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
本
感
染
症

0

0

0

0

す

な
わ
ち
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人

民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
感
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
）
に
つ
い
て
は
…
…

本
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
一
号
に
規

0

0

0

0

0

0

0

0

定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
と
み
な
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
（
告
示
を
含
む
）
の
規
定
を
適
用
す
る

0

0

0

0

」

（
傍
点
引
用
者
。
附
則
一
条
の
二
第
一
項
）
と
い
う
の
が
本
法
案
の
目
玉
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
項
は
、
本
感
染
症
に
限
っ
て
は
、
発

生
等
に
関
す
る
報
告
（
一
四
条
）
を
「
そ
の
ま
ん
延
の
お
そ
れ
が
高
い
と
認
め
る
と
き
」
に
限
る
。
第
三
項
は
、「
改
正
法
の
施
行

前
に
作
成
さ
れ
た
政
府
行
動
計
画
、
都
道
府
県
行
動
計
画
、
市
町
村
行
動
計
画
及
び
業
務
計
画
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
『
行
動
計
画

等
』
と
い
う
）
に
定
め
ら
れ
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
関
す
る
事
項
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
含
む
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
に
関
す
る
事
項
と
し
て
行
動
計
画
等
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
」
と
し
て
、
既
存
の
行
動
計
画
等
を
取
込
む

と
い
う
も
の
で
あ
る）

（（4
（

。

　

本
感
染
症
を
特
措
法
の
対
象
た
る
感
染
症
に
含
ま
せ
る
に
は
、
幾
つ
か
の
シ
ナ
リ
オ
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
本
法
案
は
、
応
急

措
置
的
に
附
則
で
し
の
ご
う
と
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
賛
否
両
論
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
本
法
案
の
国
会

委
員
会
に
お
け
る
質
疑
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
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（
ロ
）　

国
会
に
お
け
る
改
正
法
案
審
議

Ａ　

附
則
一
条
の
二
第
一
項

　

国
会
委
員
会
審
議
の
場
で
論
点
に
な
っ
た
の
が
、
本
感
染
症
が
特
措
法
の
適
用
対
象
で
あ
る
感
染
症
に
な
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
。

法
文
上
、「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
」
か
「
新
感
染
症
」
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
、
特
措
法
の
適
用
対
象
に
は
な
ら
な

い
（
同
法
二
条
一
号
）。
し
か
も
本
感
染
症
は
、
一
足
先
に
感
染
症
法
の
政
令
に
よ
っ
て
「
指
定
感
染
症
」
に
分
類
さ
れ
て
し
ま
っ
た

（
本
稿
三
（
1
）（
ロ
））。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
新
感
染
症
」
の
途
が
決
定
的
に
閉
ざ
さ
れ
た
以
上
、
消
去
法
的
に
い
っ
て
、「
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
」
に
救
い
を
求
め
る
し
か
な
い
。
と
ま
あ
、
こ
の
よ
う
な
論
理
で
も
っ
て
、「
附
則
一
条
の
二
」
第
一
項
は
、

本
感
染
症
を
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
［
感
染
症
］
と
見
な
し
」、
特
措
法
令
の
「
規
定
を
適
用
す
る
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

国
会
委
員
会
に
お
い
て
、
本
感
染
症
は
「
指
定
感
染
症
」
で
は
な
く
「
新
感
染
症
」
で
は
な
い
か
と
の
質
問
が
相
次
い
だ
こ
と
は
、

想
像
に
か
た
く
な
い）

（（6
（

。

　

そ
の
前
に
内
閣
委
員
会
よ
り
も
時
間
的
に
先
に
開
催
さ
れ
た
予
算
委
員
会
で
、
本
感
染
症
を
二
類
感
染
症
相
当
の
指
定
感
染
症
と

し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
二
類
感
染
症
の
指
定
で
は
停
留
や
隔
離
な
ど
が
で
き
な
い
」
が
、「
新
感
染
症
［
に
］
…
…
指
定
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
［
特
措
法
で
］
カ
バ
ー
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
」
と
の
委
員
質
問
が
あ
る）

（（4
（

。
大
臣
は
、「
新
感
染
症
と
い
う
の
は
、

原
因
不
明
だ
と
い
う
こ
と
が
一
つ
前
提
と
な
り
ま
す
。
…
…
［
本
感
染
症
は
］
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
ウ
イ
ル
ス
事
態
が
限

定
さ
れ
て
い
る
［
の
で
］
…
…
新
感
染
症
で
は
な
く
…
…
指
定
感
染
症
と
い
う
こ
と
で
、
特
に
二
類
［
感
染
症
並
み
］
と
、
こ
う
い

う
位
置
づ
け
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
」「
こ
こ
の
指
定
［
は
］
…
…
逐
次
状
況
を
見
な
が
ら
、
私
ど
も
、
固
定
的
に
こ
う
で
や
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
や
は
り
状
況
に
応
じ
て
的
確
な
判
断
を
し
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る）

（（（
（

。
私
は
、
右
の

委
員
質
問
は
若
干
不
正
確
の
よ
う
に
思
う
。
新
感
染
症
な
み
に
一
類
感
染
症
に
準
じ
た
措
置
が
可
能
か
ど
う
か
は
、
当
該
感
染
症
が

特
措
法
の
適
用
対
象
に
な
る
か
ど
う
か
で
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
早
い
話
、「
指
定
感
染
症
」
で
あ
っ
て
も
、
政
令
に
よ
っ
て
一
類
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感
染
症
に
準
じ
た
措
置
が
可
能
に
な
り
得
る
（
感
染
症
法
七
条
一
項
）
か
ら
で
あ
る
。

　

内
閣
委
員
会
に
話
を
戻
す
と
、「
新
感
染
症
」
で
は
な
い
か
と
の
質
問
に
対
し
て
大
臣
は
、
本
感
染
症
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
原

因
と
確
認
さ
れ
、「
指
定
感
染
症
」
と
し
た
が
、
仮
に
当
該
感
染
症
を
新
感
染
症
に
指
定
し
た
後
に
病
原
体
が
判
明
す
る
と
「
指
定

感
染
症
に
移
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ン
フ
ル
特
措
法
［
対
象
］
か
ら
抜
け
て
し
ま
［
い
］
…
…
法
的
に
不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ
る
」

と
し
て
、
逆
に
新
感
染
症
に
指
定
す
る
リ
ス
ク
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
一
般
論
と
し
て
は
「
未
知
の
も
の
で
本
当
に
急
速
に
蔓
延
し
て

こ
れ
は
大
変
だ
と
い
う
と
き
に
」「
特
措
法
の
対
象
と
す
る
途
は
や
は
り
残
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
」
で
あ
る
し
、「
そ
う
い
う
道
を

［
立
法
］
当
時
つ
く
ら
れ
た
」
と
す
る
。
そ
し
て
本
感
染
症
に
つ
い
て
は
、「［
特
措
法
は
］
私
人
の
大
き
な
権
利
制
約
を
伴
う
も
の

で
…
…
基
本
的
に
は
弾
力
的
な
解
釈
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
や
は
り
法
律
改
正
に
よ
る
［
特
措
法
対
象
に
す
る
］
の
が
適
切
」
と

答
え
て
い
る）

（（4
（

。

　

他
方
、
特
措
法
制
定
時
の
担
当
大
臣
だ
っ
た
中
川
委
員
は
、「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
場
合
…
…
二
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
鳥

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
…
…
な
ど
が
突
然
変
異
を
起
こ
し
て
、
人
か
ら
人
へ
の
感
染
が
確
認
を
さ
れ
て
、
重
篤
度
が
高
く
、
伝
染
力
も

あ
っ
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
病
原
体
が
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
も
当
然
特
措
法
の
対
象
に
な

る
と
い
う
想
定
で
あ
っ
た
…
…
。
横
展
開
を
し
て
、
新
感
染
症
の
場
合
も

0

0

0

0

0

0

0

0

、
同
じ
よ
う
に
こ
の
特
措
法
の
対
象
と
し
て
い
こ
う
と
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

う
の
が
法
律
の
趣
旨

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
し
て
、「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
病
原
体
と
し
て
特
定
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
、

既
に
既
存
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
変
異
を
し
て
、
人
か
ら
人
の
感
染
が
確
認
を
さ
れ
て
、
重
篤
で
、
ワ
ク
チ
ン
の
な
い
中
で
そ
の
対

応
が
模
索
さ
れ
て
、
高
い
重
篤
度
と
蔓
延
の
可
能
性
が
あ
っ
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
化
も
考
え
ら
れ
る
、
そ
の
状
況
が
判
断
さ
れ
た
場

合
に
は
こ
の
特
措
法
の
対
象
と
な
る
」。「
も
し
、
厚
生
労
働
省
の
言
う
よ
う
に
、
病
原
体
や
病
状
等
が
既
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
新
感
染
症
に
は
当
た
ら
ず
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…
…
特
措
法
の
対
象
に
も
な
ら
な
い
と
す
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
特
措
法
で
緊
急
対
処
の
対
象
と
す
る
ほ
と
0

0

ん
ど
の
新
感
染
症
の
類
型
を
否
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
」「［
こ
れ
を
］
回
避
し
よ
う
と
思
え
ば
、
感
染
症
に
は
分
類
で
き
な
い
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た
め
に
、
…
…
特
措
法
の
改
正

0

0

0

0

0

0

を
苦
肉
の
策

0

0

0

0

と
し
て
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
の
可
能
性
が
出
て
く
る
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

び
に
0

0

個
々
の
病
原
体
の
名
前
を
入
れ
て
特
措
法
の
修
正
［
＝
改
正
］
を
す
る
必
要
が
出
て
く
る
…
…
。
今
回
政
府
か
ら
出
て
き
た
修

正
［
＝
改
正
］
案
が
そ
の
一
つ
で
、
こ
れ
か
ら
も
事
が
起
こ
る
た
び
に

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
う
し
た
修
正
［
＝
改
正
］
を
繰
り
返
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
に
な
る
」（
傍
点
引
用
者
）
と
し
て
、
問
題
点
を
的
確
に
指
摘
す
る）

（（4
（

。

　

た
だ
ひ
と
つ
私
が
気
に
な
る
点
は
、「
新
感
染
症

0

0

0

0

」
の
定
義

0

0

0

に
は
、
争
点
化
し
た
未
知
・
既
知
の
ほ
か
に
「
病
状
の
程
度
が
重
篤

で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
疾
病
の
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
」
と
か
な
り
厳
格
な
要
件

0

0

0

0

0

が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
実
務
の
現
場
と
し
て
は
、
新
し
い
感
染
症
が
発
生
し
た
初
期
段
階
に
お
い
て
、
後
者
要
件
の
充
足
性
に

確
信
が
も
て
な
く
て
判
断
を
躊
躇
し
か
ね
な
い
し
、
仮
に
早
目
に
病
原
体
が
確
定
さ
れ
で
も
す
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
は
「
指
定
感
染

症
」
に
身
を
寄
せ
て
お
い
て
、
状
況
に
応
じ
一
類
感
染
症
並
か
ら
三
類
感
染
症
並
と
弾
力
的
に
運
用
し
、
最
長
二
年
間
の
限
定
な
が

ら
、
次
の
手
を
打
つ
ま
で
様
子
見
す
る
の
が
得
策
と
考
え
る
の
が
常
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
は
感
染
症
の
類
型
論
・
分
類
学
の

難
点
を
、
今
一
度
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｂ　

感
染
症
法
又
は
特
措
法
（
二
条
一
号
）
改
正
論

　

本
感
染
症
が
特
措
法
二
条
一
号
の
定
義
規
定
に
あ
る
同
法
の
対
象
と
な
る
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
又
は
新
感
染
症
）
に

該
当
す
る
の
か
？
と
い
う
問
い
掛
け
に
対
し
て
、
政
府
が
用
意
し
た
の
が
、
本
法
案
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
本
感
染
症
へ
の
特
措
法

適
用
の
第
一
関
門

0

0

0

0

（
同
法
二
条
一
号
）
を
突
破
す
る
こ
と
だ
け
の
た
め
に
、
単
に
「
附
則
一
条
の
二
」
を
付
け
足
す
と
い
う
泥
縄
0

0

的

な
も
の
で
あ
っ
た
。
野
党
（
＝
特
措
法
制
定
時
の
与
党
）
は
、
本
感
染
症
を
「
指
定
感
染
症
」
で
は
な
く
「
新
感
染
症
」
と
解
す
れ

ば
、
何
な
く
第
一
関
門
を
通
過
で
き
る
と
主
張
し
た
が
、
本
感
染
症
は
「
新
感
染
症
」
に
該
当
し
な
い
と
の
政
府
・
与
党
（
＝
特
措

法
制
定
時
の
野
党
）
と
平
行
線
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
終
わ
れ
ば
与
野
党
対
立
と
い
う
お
決
ま
り
の
構
図
に
お
さ
ま
る
が
、
特
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筆
す
べ
き
は
、
今
後
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
も
見
据
え
て
、
野
党
委
員
（
＝
特
措
法
制
定
時
の
担
当
大
臣
）
か
ら
「
第
一
関
門
」
に
関
す

る
（
二
つ
の
シ
ナ
リ
オ
）
提
案
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
第
一
シ
ナ
リ
オ
は
、
新
感
染
症
の
定
義

0

0

0

0

0

0

0

の
見
直
し
で
あ
り
、「
既
知
の
ウ
イ
ル
ス
で
あ
っ
て
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
が
変
異
を
起
こ
し
て
、

人
か
ら
人
の
感
染
、
重
篤
度
、
伝
染
力
な
ど
が
高
い
と
い
う
可
能
性
や
、
あ
る
い
は
開
発
さ
れ
た
ワ
ク
チ
ン
が
な
く
て
、
確
立
さ
れ

た
治
療
法
も
な
い
な
ど
の
条
件
が
そ
ろ
え
ば
、
こ
れ
を
新
感
染
症
と
分
類
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
こ
と
、
第
二
シ
ナ
リ
オ
は
、「
必
ず
し
も
感
染
症

の
指
定
に
こ
だ
わ
ら
ず
と
も
、
特
措
法
の
中
に
あ
る
未
知
の
感
染
症
の
定
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
、
ウ
イ
ル
ス
の
変
異
後
の
形
態
、
疾
病
情
報
と
重
篤

度
が
明
ら
か
で
は
な
く
て
、
既
存
の
ワ
ク
チ
ン
が
存
在
し
な
い
、
そ
う
い
う
中
で
こ
の
ま
ま
進
め
ば
重
篤
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
起
こ

す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
分
類
で
、
新
感
染
症
の
指
定
に
こ
だ
わ
ら
ず
と
も
法
の
対
象
と
す
る
、
こ
の
旨
を
こ
の
特
措
法
に
普
遍
的

に
付
加
す
る
…
…
こ
う
し
た
類
型
を
つ
く
っ
て
、
こ
の
特
措
法
に
指
定
し
て
い
く
」
こ
と
（
傍
点
引
用
者
）
で
あ
る）

（（4
（

。

　

右
の
二
シ
ナ
リ
オ
の
是
非
の
判
断
を
棚
上
げ
に
し
て
、
純
粋
立
法
技
術
面
か
ら
だ
け
、
そ
の
成
否
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

第
一
シ
ナ
リ
オ
は
、
既
知
の
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
症
の
一
部
を
新
感
染
症
に
取
込
む
話
な
の
で
、
感
染
症
法
制
定
時
か
ら
の
感

染
症
類
型
論
の
一
部
を
崩
す
こ
と
に
な
り
大お

お

事ご
と

に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
一
九
九
八
年
の
感
染
症
法
の
制
定
当
初
、
国
会
修
正
に

よ
っ
て
指
定
感
染
症
が
「
既
に
知
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

感
染
症
」（
傍
点
引
用
者
）
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
感
染
症
概
念
と
指
定

感
染
症
概
念
の
違
い
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
本
稿
二
（
1
）（
イ
）
Ｄ
（
ｂ
））。

　

第
二
シ
ナ
リ
オ
は
、
そ
も
そ
も
感
染
症
法
は
個
々
の
感
染
者
を
特
定
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
も
の
で
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
よ
う

な
大
流
行
時
に
は
、
検
疫
法
、
予
防
接
種
法
等
も
含
め
た
既
存
の
法
制
度
に
基
づ
く
措
置
を
講
じ
つ
つ
、
社
会
全
体
の
混
乱
へ
の
対

応
の
た
め
に
措
置
を
講
じ
る
の
が
特
措
法）

（45
（

で
あ
る
と
い
う
役
割
分
担
が
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
感
染
症
法
と
特
措
法
と
が
一
般

法
・
特
別
法
（
緊
急
事
態
法
）
の
関
係
な
り
「
車
の
両
輪
」
で
あ
る
と
い
う
出
発
点
を
ぼ
か
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
感
染
症

法
の
類
型
論
を
す
っ
飛
ば
し
て
い
き
な
り
特
措
法
の
仲
間
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、「
二
段
は
し
ご
」
を
外
さ
れ
る
と
、
実
務
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上
感
染
者
へ
の
対
応
に
混
乱
を
生
じ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
両
者
の
関
係
を
解
体
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
、
必
ず
し
も
賢
明

な
選
択
肢
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
起
こ
す
可
能
性
の
あ
る
も
の
に
限
っ
て
『
未
知
の
感
染
症
（
新
感
染
症
）（
感

染
症
法
・
六
条
九
項
）』
と
し
て
特
措
法
の
対
象
と
す
る
」
と
い
う
命
題
は
、
す
で
に
感
染
症
法
の
新
感
染
症
の
定
義
規
定
の
後
段

「
病
状
の
程
度
が
重
篤
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
疾
病
の
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
で
先
取
り
さ
れ
て
い
る
（
本
稿
二
（
1
）（
イ
）
Ｃ
（
ｂ
））
う
え
に
、
ご
丁
寧
に
も
特
措
法
二
条
一
号
括

弧
書
き
に
「
全
国
的
か
つ
急
速
な
ま
ん
延
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
る
」
と
規
定
し
て
い
る
た
め
、
右
命
題
は
屋
上
屋
に
も
な
ら

な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
こ
で
む
し
ろ
「
当
該
疾
病
の
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が

あ
る
」
が
、
病
原
体
の
ウ
イ
ル
ス
が
既
知
と
い
う
だ
け
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
新
感
染
症

0

0

0

0

」
定
義
か
ら
外
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
、
す
な
わ
ち
端
的
に
い
え
ば

（
本
感
染
症
に
つ
い
て
政
府
が
採
用
し
た
と
こ
ろ
の
）「
指
定
感
染
症

0

0

0

0

0

」（
感
染
症
法
六
条
八
項
）
そ
の
も
の
を
、
特
措
法
適
用
の
対
象
に

取
込
む
と
い
う
の
が
、
解
決
へ
の
早
道
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
別
の
野
党
委
員
も
、「
国
民
の
大
部
分
が
現
在
そ
の
免
疫
を
獲
得
し
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
が

全
国
的
か
つ
急
速
に
ま
ん
延
し
」
云
々
と
い
う
特
措
法
の
目
的
規
定
（
一
条
）
か
ら
考
え
て
「
本
当
に
今
回
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

［
感
染
症
］
が
［
特
措
法
対
象
の
感
染
症
に
］
合
致
し
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
具
体
案
の
提
示
は
な
い
ま
ま
に
、

「［
新
た
な
］
感
染
症
の
発
生
の
た
び
に
暫
定
的
な
見
直
し
規
定
…
…
法
改
正
を
行
う
と
い
う
の
は
、
今
回
の
よ
う
な
対
応
の
遅
れ
を

も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
…
…
新
た
な
感
染
症
の
類
型
を
新
設
し
て
特
措
法
の
対
象
を
広
く
し
て
お
く
改
正
が
必
要
」
と
指
摘
し

て
い
る）

（41
（

。

　

こ
れ
ら
の
提
案
・
指
摘
に
対
し
て
大
臣
は
、「
今
回
の
一
連
の
事
象
が
終
息
し
た
後
に
検
証
を
加
え
て
、
こ
の
特
措
法
の
あ
り
方
、

感
染
症
法
［
の
定
義
、
あ
る
い
は
特
措
法
］
と
の
［
補
完
的
な
］
関
係
を
整
理
し
て
…
…
よ
り
よ
い
対
応
が
と
れ
る
よ
う
な
も
の
に

変
え
て
い
く
と
い
う
努
力
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る）

2
の
（45
）（
（45
（

。
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（
（（5
）　

西
村
大
臣
・
衆
院
三
月
一
一
日
・
一
頁
及
び
二
三
頁
、
参
院
三
月
一
三
日
一
頁
。

（
（（4
）　

西
村
大
臣
・
衆
院
三
月
一
一
日
・
二
頁
及
び
二
二
～
二
三
頁
、
参
院
三
月
一
三
日
一
頁
及
び
三
二
～
三
三
頁
。

（
（（6
）　

長
坂
康
正
委
員
（
自
由
民
主
党
）・
衆
院
三
月
一
一
日
・
一
頁
、
江
田
康
幸
委
員
（
公
明
党
）・
同
日
四
頁
、（
た
だ
し
長
坂
・
江
田

両
委
員
は
、
自
身
の
見
解
で
は
な
い
と
断
っ
た
う
え
で
の
質
問
）、
中
川
正
春
委
員
・
同
日
六
～
七
頁
、
長
浜
博
行
委
員
・
参
院
三
月
一

三
日
一
〇
～
一
一
頁
、
矢
田
わ
か
子
委
員
（
共
同
会
派
）・
参
院
三
月
一
三
日
一
七
～
一
八
頁
。

（
（（4
）　

矢
田
わ
か
子
委
員
（
立
憲
・
国
民
、
新
緑
風
会
）・
第
二
〇
一
回
国
会
参
議
院
予
算
委
員
会
会
議
録
一
月
三
一
日
一
一
～
一
二
頁

（
二
〇
二
〇
）。

（
（（（
）　

加
藤
勝
彦
厚
生
労
働
大
臣
・
同
日
一
一
～
一
二
頁
。

（
（（4
）　

西
村
大
臣
・
衆
院
三
月
一
一
日
・
三
、
四
頁
、
参
院
三
月
一
三
日
一
八
頁
。

（
（（4
）　

中
川
委
員
・
衆
院
三
月
一
一
日
・
七
頁
。

（
（（4
）　

中
川
委
員
・
衆
院
同
日
・
七
～
八
頁
。

（
（45
）　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
研
究
会
・
前
掲
註（
7
）・
一
〇
頁
。

（
（41
）　

矢
田
委
員
・
参
院
三
月
一
三
日
一
七
～
一
八
頁
。

（
（45
）　

西
村
大
臣
・
衆
院
三
月
一
一
日
・
八
頁
及
び
参
院
三
月
一
三
日
一
四
、
一
八
頁
の
発
言
を
合
成
。

（
（45
の
2
）　

大
臣
答
弁
と
は
異
な
り
、
本
感
染
症
終
息
を
ま
た
ず
に
二
〇
二
一
年

0

0

0

0

0

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
法
五
号
）
二
条
に
よ
る
感
染
症
法
改
正

0

0

0

0

0

0

に
よ
り
、
同
法
六
条
七
項

0

0

0

0

「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
」
に
、

あ
ら
た
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
あ
ら
た
に
人
か
ら
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
病

原
体
と
す
る
感
染
症
で
あ
っ
て
、
一
般
に
国
民
が
当
該
感
染
症
に
対
す
る
免
疫
を
獲
得
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
感
染
症
の
全
国
的

か
つ
急
速
な
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
）」（
改
正
後

の
同
項
三
号
）、「
再
興
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
か
つ
て
世
界
的
規
模
で
流
行
し
た
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
病
原
体
と
す
る
感
染
症
で

あ
っ
て
そ
の
後
流
行
す
る
こ
と
な
く
長
期
間
が
経
過
し
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
再
興
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
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一
般
に
現
在
の
国
民
の
大
部
分
が
当
該
感
染
症
に
対
す
る
免
疫
を
獲
得
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
感
染
症
の
全
国
的
か
つ
急
速
な
ま

ん
延
に
よ
り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
）」（
改
正
後
の
同
項
四
号
）

が
加
わ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
感
染
症
は
、
指
定
感
染
症
の
指
定
期
間
最
長
二
年
（
七
条
一
～
二
項
）
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
て
、
晴
れ
て

「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
し
て
恒
久
的
に
感
染
症
の
仲
間
入
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
果
た
し
、
同
時
に
自
動
的
に
特
措
法
の
対
象
で
あ
る
感
染
症

「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
」（
特
措
法
二
条
一
号
）
の
仲
間
入
り
も
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
二
〇
二
〇
年
特
措
法
改
正
論
議
に
お

い
て
、
ウ
ル
ト
ラ
Ｃ
級
の
別
解
と
し
て
、「
♬
東
京
が
駄
目
な
ら
」
で
は
な
い
が
、「
新
感
染
症
（
六
条
九
項
）
が
駄
目
な
ら
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
（
六
条
七
項
）
が
あ
る
さ
」、
と
解
釈
を
模
索
す
る
方
法
も
あ
ろ
う
が
、
法
文
が
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」「
再
興
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
」
の
二
者
限
定
列
記
の
た
め
、
い
く
ら
拡
張
解
釈
と
い
っ
て
も
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
概
念
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
を
含
ま
せ
る
の
は
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
的
で
無
理
筋
の
た
め
、
こ
こ
に
付
け
入
る
隙
は
な
か
っ
た
た
め
か
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
耳

に
し
な
か
っ
た
。

　

右
の
一
部
改
正
法
（
令
和
三
法
五
号
）
一
条
に
よ
る
特
措
法
改
正

0

0

0

0

0

に
よ
り
、
同
法
の
対
象
と
な
る
感
染
症
で
あ
る
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
」
の
定
義
に
、
あ
ら
た
に
「
指
定
感
染
症

0

0

0

0

0

（
第
一
四
条
の
報
告
に
係
る
も
の
に
限
る
）」（
傍
点
引
用
者
）
を
加
え
た
（
改
正
後
の

二
条
一
号
）。
今
後
予
想
さ
れ
る
新
た
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
対
し
て
、
特
措
法
が
数
段
使
い
や
す
く
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
あ
と

は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
い
て
特
措
法
を
い
か
に
使
う
か
、
使
い
こ
な
す
か
と
い
う
運
用
に
か
か
る
の
で
あ
る
。

（
ハ
）　

小　

括

　

本
法
案
は
、
修
正
案
の
提
出
も
な
い
ま
ま
に
両
院
委
員
会
で
原
案
が
可
決
さ
れ
成
立
し
た
が
、
衆
議
院
で
二
〇
項
目）

（44
（

、
参
議
院
で

項
目
の
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
た）

（46
（

。
そ
の
内
容
は
、
圧
倒
的
に
特
措
法
の
運
用
に
関
す
る
注
文
で
あ
り
、
本
法
案
の
核
心
部
分
で
あ
る

本
感
染
症
を
特
措
法
の
対
象
に
す
る
こ
と
に
関
連
す
る
項
は
、
わ
ず
か
に
衆
議
院
第
二
〇
項
及
び
参
議
院
第
二
三
項
の
「
特
措
法
の

適
用
の
対
象
と
な
る
感
染
症
の
範
囲
（
当
該
感
染
症
に
係
る
法
令
の
規
定
の
解
釈
に
よ
り
含
ま
れ
る
も
の
の
範
囲
を
含
む
）
に
つ
い
て
、

速
や
か
に
検
討
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
注
目
さ
れ
る
項
目
と
し
て
、
衆
議
院
第
一
九
項
及
び
参
議
院
第
二
二
項
の
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「
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
政
府
が
と
っ
た
対
応
に
つ
い
て
、
第
三
者
的
立
場
か
ら
、
客
観
的
、
科
学
的
に
検
証

し
、
そ
の
結
果
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
が
あ
る
。

　

本
三
章
で
は
、
本
感
染
症
対
策
の
初
動
期
に
お
け
る
感
染
症
及
び
特
措
法
の
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
、「（
2
）
特
措
法
」
で
、

本
感
染
症
を
特
措
法
の
対
象
に
す
る
か
否
か
と
い
う
二
〇
二
〇
年
同
法
の
一
部
改
正
法
の
核
心
部
分
、
す
な
わ
ち
「
附
則
一
条
の
二

第
一
項
」
に
的
を
し
ぼ
っ
て
国
会
審
議
を
検
討
し
て
き
た
。
む
ろ
ん
本
（
改
正
）
法
案
審
議
過
程
で
は
、
委
員
の
み
な
ら
ず
参
考
人

も
含
め
て
、
本
感
染
症
に
対
す
る
政
府
の
過
去
の
措
置
（
た
と
え
ば
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
全
国
一
斉
休
校
措
置
要
請
）
の
根
拠
及
び

是
非
論
、
本
感
染
症
へ
の
今
後
の
取
り
組
み
（
政
府
対
策
本
部
の
立
ち
上
げ
、
緊
急
事
態
宣
言
等
）
や
、
特
措
法
自
体
の
論
点
（
緊
急

事
態
宣
言
や
「
ま
ん
延
防
止
措
置
」
に
至
る
手
続
き
、
ま
ん
延
防
止
措
置
へ
の
不
服
申
立
て
・
救
済
手
続
き
、
損
失
補
償
の
要
否
）
等
も
俎

上
に
あ
が
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
割
愛
し
て
い
る
。

　

本
章
で
検
討
し
た
感
染
症
及
び
特
措
法
へ
の
対
応
が
、
タ
イ
ミ
ン
グ

0

0

0

0

0

と
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
の
み
、

こ
こ
で
簡
単
に
検
討
し
て
お
こ
う

）
2
の
（46
（

。

　

二
〇
二
〇
年
一
月
二
八
日
（
公
布
の
）「
指
定
感
染
症
」
へ
の
指
定
（
本
稿
三
（
1
）（
ロ
））
ま
で
の
間
に
は
、
国
内
で
武
漢
市
へ

の
渡
航
歴
の
な
い
者
の
発
症
は
な
く
、
一
月
二
八
日
の
奈
良
の
ツ
ア
ー
バ
ス
運
転
手
へ
の
感
染
確
認
が
初
事
例
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

す
る
と
、
指
定
感
染
症
の
指
定
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
は
問
題
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
と
こ
ろ
が
肝
心
の
右
指
定
の
（
政
令
）
施
行
日

で
あ
る
二
月
一
日
ま
で
の
わ
ず
か
の
間
に
、
一
月
三
〇
日

0

0

0

0

0

の
Ｗ
Ｈ
Ｏ

0

0

0

緊
急
委
員
会
に
お
け
る
「
国
際
的
に
懸
念
さ
れ
る
公
衆
衛
生
上

の
緊
急
事
態

0

0

0

0

」
宣
言
0

0

、
翌
三
一
日
の
武
漢
市
へ
政
府
チ
ャ
ー
タ
ー
機
第
一
便
帰
国
者
か
ら
の
無
症
状
病
原
体
保
有
者
の
確
認
、
二
月

一
日
の
香
港
政
府
が
香
港
で
下
船
の
ク
ル
ー
ズ
船
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ
リ
ン
セ
ス
号
乗
客
の
本
感
染
症
感
染
の
発
表
（
ち
な
み
に
政

令
施
行
直
後
の
同
月
三
日
に
、
右
ク
ル
ー
ズ
船
が
横
浜
・
大
黒
埠
頭
沖
に
停
泊
、
翌
四
日
、
右
ク
ル
ー
ズ
船
に
て
一
〇
名
の
感
染
者
確
認
）
と

い
う
「
急
展
開
」
と
照
ら
し
あ
わ
せ
る
と
、「
指
定
感
染
症

0

0

0

0

0

」
の
指
定

0

0

0

は
、
本
当
に
ギ
リ
ギ
リ
の
タ
イ
ミ
ン
グ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
こ
と
が
判
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明
す
る
。

　

次
に
特
措
法
に
つ
い
て
み
る
と
、
右
の
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
一
月
三
〇
日
付
緊
急
事
態
宣
言
の
同
日
、
政
府
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
本
部
」
を
設
置
し
た
が
、
本
感
染
症
に
特
措
法
を
使
え
な
い
た
め
、
右
本
部
は
閣
議
決
定
に
よ
る
設
置
で
あ
り
、
特
措
法

一
五
条
一
項
に
も
と
づ
く
「
政
府
対
策
本
部
」
で
は
な
か
っ
た）

（44
（

。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
法
令
上
の
ブ
ラ
ン
ク
の
状
態
で
二
月
を
し
の

い
だ
こ
と
に
な
る
。
三
月
一
〇
日
に
、
よ
う
や
く
本
法
案
を
閣
議
決
定）

（4（
（

し
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
翌
三
月
一
一
日
衆
議
院
委
員
会
審

議
・
議
決
、
一
二
日
衆
議
院
本
会
議
・
議
決
、
一
三
日
参
議
院
委
員
会
及
び
本
会
議
審
議
・
議
決
と
、
法
案
提
出
か
ら
ス
ピ
ー
ド
可

決
し
て
い
る）

（44
（

。
と
は
い
え
、
本
法
案
は
、
恒
久
的
に
新
た
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
対
応
す
る
た
め
の
法
改
正
で
は
な
く
、
本
感
染
症
の

「
第
一
関
門
」
で
あ
る
特
措
法
対
象
に
す
る
こ
と
に
特
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
わ
ず
か
こ
れ
だ
け
の
た
め
な
ら
ば
、
法
案
の
閣

議
決
定
ま
で
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
と
い
う
印
象
を
ぬ
ぐ
え
な
い
。

　

し
か
も
政
府
は
、
本
法
案
国
会
審
議
の
時
点
で
は
、「
第
二
関
門
」
で
あ
る
緊
急
事
態
（
宣
言
）
に
は
達
し
て
い
な
い
と
み
て
い

た
）
（44
（

。
政
府
は
、
本
法
案
で
早
目
に
特
措
法
適
用
の
道
を
拓
き
、
本
感
染
症
へ
の
準
備
万
端
だ
っ
た
と
い
い
た
い
か
も
知
れ
な
い
が
、

市
井
の
私
か
ら
す
れ
ば
、「
新
感
染
症
」
か
「
指
定
感
染
症
」
か
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
」
か
と
い
っ
た
非
生
産
的
入
り
口
論

に
時
間
を
浪
費
し
、
随
分
の
ん
び
り
構
え
て
い
る
印
象
で
し
か
な
い
。
法
案
に
は
「
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
」

と
の
附
則
を
付
け
、
三
月
一
三
日
即
日
公
布）

（44
（

、
翌
一
四
日
施
行
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
閣
議
決
定
に
よ
る
設
置
に
と
ど
ま
っ
た
「
政

府
対
策
本
部
」
が
、
晴
れ
て
特
措
法
上
の
「
政
府
対
策
本
部
」（
特
措
法
一
五
条
一
項
）
と
し
て
脱
皮
し
た
の
は
、
同
月
二
六
日）

（45
（

だ
か

ら
、
改
正
法
施
行
か
ら
実
に
一
二
日
間
も
の
間
、
時
間
が
空
費
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
、「
政
府
対
策
本
部
」
設
置
よ
り
も
Ｇ
7
首

脳
と
の
遠
隔
会
議
（
同
月
一
六
日
）、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
と
の
東
京
五
輪
開
催
（
延
期
）
打
ち
合
わ
せ
（
同
月
二
四
日
）
を
先
行
さ
せ
て
い
る
こ

と
は
、
驚
き
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
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（
（44
）　

自
由
民
主
党
・
無
所
属
の
会
、
立
憲
民
主
・
国
民
・
社
保
・
無
所
属
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
公
明
党
、
日
本
維
新
の
会
・
無
所
属
の
会
の
共

同
提
案
。
今
井
雅
人
委
員
・
衆
院
三
月
一
一
日
二
一
～
二
二
頁
。

（
（46
）　

自
由
民
主
党
・
国
民
の
声
、
立
憲
・
国
民
、
新
緑
風
会
・
社
民
、
公
明
党
、
日
本
維
新
の
会
の
各
派
共
同
提
案
。
杉
原
秀
哉
委
員
・

参
院
三
月
一
三
日
三
一
～
三
三
頁
。

（
（46
の
2
）　

以
下
に
記
載
す
る
出
来
事
は
、
竹
中
教
授
・
前
掲
註（
9
の
3
）・
三
五
六
頁
以
下
の
「
関
連
略
月
表
」
が
参
考
に
な
る
。

（
（44
）　
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
の
設
置
に
つ
い
て
」
首
相
官
邸
Ｈ
Ｐ＞

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部�

http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.htm

l�＞

「
根
拠
・
構
成
員
」

（
（4（
）　

首
相
官
邸
Ｈ
Ｐ
「
令
和
二
年
三
月
一
〇
日
（
火
）
定
例
閣
議
案
件
」https://w

w
w
.kantei.go.jp/jp/kantei/2020/kakugi-�

202003/007.htm
l

（
（44
）　

衆
議
院
Ｈ
Ｐ＞
立
法
情
報＞

第
二
一
〇
回
国
会
法
律
案
等
審
査
経
過
概
要＞

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
（
内
閣
提
出
四
六
号
）
及
び
参
議
院
Ｈ
Ｐ＞

議
案
情
報＞

第
二
一
〇
回
国
会
議
案
審
議
情
報＞

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
内
閣
提
出
）
参
照
。

（
（44
）　

た
と
え
ば
伝
聞
と
し
て
川
本
哲
郎
参
考
人
（
同
志
社
大
学
法
学
部
教
授
＝
刑
事
法
）・
参
院
三
月
一
三
日
七
頁
等
が
あ
る
。

（
（44
）　

衆
議
院
Ｈ
Ｐ
・
前
掲
註（
（44
）に
よ
る
。

（
（45
）　

首
相
官
邸
Ｈ
Ｐ
・
前
掲
註（
（44
）に
よ
る
。

四　

結　

び

　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
各
国
の
国
並
び
に
自
治
体
及
び
国
際
社
会
に
と
っ
て
「
危
機
管
理
」
の
場
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
で

危
機
管
理
を
論
じ
る
と
き
に
は
、「
危
機
」
の
文
脈
上
に
「
感
染
症
」
が
登
場
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
皆
無
に
等
し
く
、「
感
染
症
」

は
、
ほ
ぼ
眼
中
に
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る）

（41
（

。
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本
章
で
は
、
本
稿
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
感
染
症
法
及
び
特
措
法
等
の
「
構
造
上
の
問
題
」
と
、
感
染
症
法
及
び
特
措
法
等
の

「
運
用
上
の
問
題
」
と
に
分
け
て
、
問
題
点
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

（
1
）　

感
染
症
法
及
び
特
措
法
の
構
造
上
の
問
題

Ａ　

特
措
法
適
用
の
第
一
関
門
（
特
措
法
二
条
一
号
）

　

感
染
症
へ
の
特
措
法
適
用
の
第
一
関
門
は
、
当
該
感
染
症
が
特
措
法
対
象
た
る
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
」（
二
条
一
号
）
に

該
当
す
る
か
ど
う
か
、
換
言
す
れ
ば
、
当
該
感
染
症
が
、
感
染
症
法
で
い
う
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
」（
感
染
症
法
六
条

七
項
）
又
は
「
新
感
染
症
」（
同
条
九
項
）
に
該
当
す
る
か
否
か
で
あ
る
（
本
稿
二
（
2
）（
ニ
）
Ａ
）。
感
染
症
法
六
条
の
感
染
症
の
類

型
の
非
弾
力
性
・
硬
直
性
に
加
え
て
、
本
感
染
症
は
「
指
定
感
染
症
」（
同
条
八
項
）
に
指
定
さ
れ
た
（
本
稿
三
（
1
）（
ロ
））
た
め
、

こ
の
ま
ま
で
は
、
第
一
関
門
を
突
破
で
き
な
い
。
そ
こ
で
二
〇
二
〇
年
三
月
に
、
本
感
染
症
を
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
」（
特

措
法
二
条
一
号
）
と
み
な
す
特
措
法
改
正
（
附
則
一
条
の
二
第
一
項
）
を
し
た
の
で
あ
る
（
本
稿
三
（
2
）（
イ
）
及
び
（
ロ
）
Ａ
）。
特

措
法
制
定
時
の
国
会
審
議
を
振
り
返
る
と
、
第
二
関
門
の
緊
急
事
態
宣
言
の
要
件
で
あ
る
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
（
政
令
で
定

め
る
要
件
に
該
当
す
る
…
…
）」
に
関
す
る
質
疑
（
本
稿
二
（
2
）（
ハ
）
Ｂ
（
ｃ
）
③
）
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
第
一
関
門
で
あ
る
「
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
」
の
定
義
規
定
に
関
す
る
質
疑
は
目
に
つ
か
な
か
っ
た
。

　

新
た
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
そ
う
な
と
き
に
、
当
該
感
染
症
の
病
原
体
が
不
明
で
あ
れ
ば
、
す
ん
な
り
と
「
新
感

染
症
」
に
分
類
さ
れ
て
、
特
措
法
の
第
一
関
門
を
突
破
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
「
既
に
知
ら
れ
て
い
る
」
も
の
で
は
な
い
と
い
う
「
新

感
染
症
」
の
消
極
的
定
義
（
感
染
症
法
六
条
九
項
）
の
理
解
の
仕
方
に
も
よ
る
が
、
た
ま
た
ま
ウ
イ
ル
ス
が
判
明
し
て
い
れ
ば
、
第

一
関
門
対
策
と
し
て
、
そ
の
都
度
法
改
正
が
必
要
に
な
り
、
結
果
と
し
て
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
出
遅
れ
る
と
い
う
や
っ
か
い
な
ス
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ト
ー
リ
ー
に
な
っ
て
い
る
（
本
稿
三
（
2
）（
ロ
）
Ｂ
）。
こ
の
よ
う
に
、
感
染
症
法
と
の
リ
ン
ク
が
も
た
ら
す
第
一
関
門
が
、
特
措

法
の
抱
え
る
第
一
の
問
題
点
で
あ
る

）
2
の
（41
（

。

Ｂ　

特
措
法
適
用
の
第
二
関
門
（
特
措
法
三
二
条
一
項
）

　

感
染
症
法
に
は
存
在
し
な
い
特
措
法
の
最
大
の
目
玉
は
、「
緊
急
事
態
措
置
」
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。「
緊
急
事
態
」

（
特
措
法
三
二
条
一
項
）
の
第
一
要
件
は
、
当
該
感
染
症
が
「
国
内
で
発
生
」
し
た
こ
と
、
第
二
要
件
は
、
当
該
感
染
症
が
「
国
民
の

生
命
及
び
健
康
に
著
し
く
重
大
な
被
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

0

0

0

0

0

0

要
件
に
該
当
」
す
る
こ
と
（
傍
点
引

用
者
）、
第
三
要
件
は
「
全
国
的
か
つ
急
速
な
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
そ
の
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

0

0

0

0

0

0

要
件
に
該
当
」
す
る
こ
と
（
傍
点
引
用
者
）
で
あ
り
、
国
会
審
議
で
野
党
（
現
在
・
与
党
）

か
ら
批
判
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
第
二
要
件
、
第
三
要
件
と
も
に
政
令
に
委
任
さ
れ
て
い
る
。

　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
五
政
令
一
二
二
号
）
に
よ
れ
ば
、
右
の
第
二
要
件
は
、「
肺
炎
、
多

臓
器
不
全
又
は
脳
症
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
重
篤
で
あ
る
症
例
の
発
生
頻
度
が
、
感
染
症
法
第
六
条
第
六
項
第
一
号
に
掲

げ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
っ
た
場
合
に
比
し
て
相
当
程
度
高
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」（
六
条
一
項
）、
つ
ま
り
当
該
感
染
症
の

重
篤
化
頻
度
と
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
重
篤
化
頻
度
の
比
較
論
で
あ
る
。

　

右
の
第
三
要
件
は
、「
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
」（
同
条
二
項
柱
書
）
と
し
、
ひ
と
つ
め
は
「
感
染
症
法

一
五
条
一
項
又
は
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
調
査
の
結
果
」、
患
者
等
が
「
感
染
し
、
又
は
感
染
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
経
路
が

特
定
で
き
な
い
場
合
」（
同
項
一
号
）、
ふ
た
つ
め
は
「
感
染
症
法
一
五
条
一
項
又
は
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
調
査
の
結
果
」、

患
者
等
が
「
公
衆
に
ま
ん
延
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
行
動
を
と
っ
て
い
た
場
合
そ
の
他
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
感
染
が
拡
大

し
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
の
あ
る
場
合
」（
同
項
二
号
）
と
す
る
。
前
者
（
一
号
）
は
、
海
外
特
定
国
で
の
感
染
や
、
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ク
ラ
ス
タ
ー
に
よ
る
感
染
で
あ
れ
ば
、
い
か
に
爆
発
的
感
染
で
あ
っ
て
も
「
経
路
が
特
定
さ
れ
な
い
」
に
該
当
し
な
い
の
で
、
指
標

と
し
て
は
不
都
合
で
不
備
が
あ
る
。
裏
返
せ
ば
、
感
染
経
路
さ
え
判
明
す
れ
ば
「
感
染
症
拡
大
を
押
え
こ
め
る
」
と
い
う
不
遜
な
考

え
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
逆
に
、
患
者
等
自
身
は
感
染
経
路
に
心
当
た
り
が
あ
っ
て
も
、
感
染
症
法
一
五
条
は
任
意
の
調
査
で

あ
る）

（45
（

た
め
、
他
者
に
知
ら
れ
る
と
不
都
合
で
あ
る
真
実
を
秘
匿
す
る
結
果
、「
経
路
不
明
」
例
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
こ
と
も
起
こ
り

得
る
の
で
、
信
頼
性
に
問
題
を
抱
え
た
指
標
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
（
二
号
）
は
、「
感
染
症
法
一
五
条
一
項
又
は
二
項
の
規
定
に

よ
る
質
問
又
は
調
査
の
結
果
」
患
者
等
が
、
す
で
に
不
特
定
多
数
の
者
と
長
時
間
濃
厚
接
触
す
る
等
に
よ
り
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
を
「
公
衆
に
ま
ん
延
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
に
備
え
た
と
い
う）

（44
（

が
、
任
意
の
調
査
に
よ
っ
て
、
特
定
患
者
等
個
人
の
行

動
の
把
握
が
全
て
可
能
に
な
ら
な
い
限
り
、
絵
に
か
い
た
餅
に
な
り
か
ね
な
い
。
施
行
令
六
条
は
、
指
標
と
し
て
極
力
客
観
化
さ
れ

た
も
の
を
提
示
し
た
つ
も
り
だ
ろ
う
が
、
い
か
に
も
指
標
と
し
て
頼
り
な
さ
が
残
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

）
2
の
（44
（

。

Ｃ　

特
措
法
適
用
の
第
三
関
門
（
特
措
法
四
五
条
）

　

感
染
症
法
と
は
異
な
る
特
措
法
の
最
大
の
目
玉
は
、
緊
急
事
態
宣
言
下
の
「
ま
ん
延
防
止
措
置
」
と
し
て
、
感
染
防
止
の
た
め
の
、

知
事
に
よ
る
住
民
へ
の
外
出
自
粛
等
の
協
力
要
請
（
特
措
法
四
五
条
一
項
）、
学
校
・
社
会
福
祉
施
設
・
興
業
所
等
の
施
設
管
理
者
に

対
す
る
使
用
若
し
く
は
停
止
の
要
請
、
催
物
（
イ
ベ
ン
ト
）
開
催
者
に
対
す
る
開
催
の
制
限
又
は
停
止
の
要
請
（
同
条
二
項
）
に
あ

る
こ
と
は
、
再
三
繰
り
返
し
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
「
緊
急
事
態
宣
言
」
と
い
う
鳴
り
物
入
り
の
「
ま
ん
延
防
止
措
置
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
行
動
制
限
の
最
大
値

0

0

0

0

0

0

0

0

」
が
、
結
局
の
と
こ

ろ
右
に
列
挙
し
た
外
出
自
粛
要
請
、
施
設
の
使
用
制
限
・
停
止
要
請
、
催
物
開
催
の
制
限
・
停
止
要
請
等
の
「
要
請
」、
つ
ま
り
は

講
学
上
の
行
政
指
導

0

0

0

0

0

0

0

0

に
尽
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
緊
急
事
態
宣
言
前
の
「（
対
策
実
施
の
）
協
力
要
請
」（
特
措
法
二
四
条
九
項
）

と
大
同
小
異
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
生
じ
る
。
も
っ
と
も
、
緊
急
事
態
宣
言
下
の
施
設
管
理
者
及
び
催
物
開
催
者
に
対
す
る
要
請
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（
特
措
法
四
五
条
二
項
）
に
限
っ
て
は
、
要
請
に
応
じ
な
い
と
き
の
「
指
示
」（
同
条
三
項
）、
要
請
・
指
示
の
公
表
（
同
条
四
項
）
が
控

え
て
は
い
る

）
3
の
（44
（

（
本
稿
二
（
2
）（
ハ
）
Ｂ
（
ｄ
）
①
）。

　

そ
も
そ
も
感
染
症
の
「
飛
沫
感
染
、
接
触
感
染
、
エ
ア
ロ
ゾ
ル
感
染
を
回
避
す
る
た
め
に
は
極
力
人
と
人
と
の
接
触
を
避
け
る
」

と
い
う
観
点
か
ら
、
非
薬
学
的
・
公
衆
衛
生
上
の
措
置
が
編
み
出
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
特
措
法
は
、
施
設
管
理
者
等
に
は
緩
や

か
な
が
ら
制
裁
ま
が
い
の
規
定
を
設
け
て
お
き
な
が
ら
、
一
般
住
民
の
外
出
等
の
自
粛
要
請
（
特
措
法
四
五
条
一
項
）
は
、
法
文
上

は
自
粛
の
「
掛
け
声
」
だ
け
で
手
付
か
ず
の
野
放
し
状
態
で
、
そ
れ
か
ら
先
は
な
い
。
む
ろ
ん
施
設
管
理
者
へ
の
要
請
の
効
果
に

よ
っ
て
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
、
飲
食
、
映
画
・
演
劇
・
演
奏
会
等
を
楽
し
め
な
く
な
れ
ば
、
外
出
し
て
も
面
白
く
な
い
と
し
て
、
生
活

必
需
の
買
物
以
外
の
外
出
自
粛
に
誘
導
で
き
易
い
と
い
う
目
論
見
は
う
な
ず
け
な
く
も
な
い
。
お
そ
ら
く
は
個
人
の
外
出
制
限
は

「
行
動
の
自
由
」
へ
の
過
剰
な
制
限
に
な
り
か
ね
な
い
と
し
て
、
人
権
論
か
ら
の
抵
抗
が
強
い
こ
と
は
予
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現

行
法
は
、
行
動
制
限
の
か
け
方
と
し
て
、
不
徹
底
で
、
か
つ
施
設
管
理
者
等
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。

　

旧
伝
染
病
予
防
法
八
条
及
び
一
九
条
に
明
文
化
さ
れ
た
交
通
遮
断
・
隔
離
の
規
定
（
本
稿
二
（
1
）（
ロ
）
Ｂ
（
ｄ
）
②
）
は
、
感

染
症
法
に
も
特
措
法
に
も
存
在
し
な
い
が
、
非
薬
学
的
・
公
衆
衛
生
上
の
「
行
動
制
限
」
の
最
た
る
も
の
は
「
都
市
封
鎖
（
ロ
ッ
ク

ダ
ウ
ン
）」
で
あ
る
。
都
市
封
鎖
な
ら
ば
、（
た
と
え
ば
生
活
必
需
品
販
売
店
以
外
は
営
業
停
止
で
、
飲
食
店
は
高
々
持
ち
帰
り
の
み
と
い
う

ふ
う
に
）
住
民
も
施
設
管
理
者
等
も
お
互
い
に
権
利
制
限
さ
れ
る
の
で
、
バ
ラ
ン
ス
も
保
た
れ
、
ま
た
感
染
拡
大
防
止
の
効
果
も
高

い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

右
は
極
論
に
聞
こ
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
つ
ま
で
も
住
民
・
営
業
主
性
善
説
・
人
権
論
に
肩
入
れ
し
続
け
て
は
、
十
分
に
感

染
拡
大
防
止
を
は
か
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
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（
2
）　

感
染
症
法
及
び
特
措
法
の
運
用
上
の
問
題

　

本
稿
は
、
感
染
症
法
と
特
措
法
を
中
心
と
す
る
既
存
の
法
令
（
本
稿
表
1
参
照
）
が
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
対
応
可
能
な
法
シ
ス
テ

ム
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
、
感
染
症
法
及
び
特
措
法
の
運
用
実
務
・
実
態
及
び
そ
の
評
価
に
立

入
ら
な
い
。
と
は
い
え
検
討
過
程
で
気
付
い
た
特
措
法
運
用
に
つ
い
て
覚
書
的
に
述
べ
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

　

い
か
に
立
派
な
危
機
管
理
法
制
を
整
備
し
よ
う
と
も
、
特
措
法
で
い
え
ば
最
終
決
断
者
の
政
府
対
策
本
部
長
で
あ
る
内
閣
総
理
大

臣
、
現
場
の
都
道
府
県
知
事
と
い
っ
た
「
人
」「
人
」「
人
」
で
物
事
が
決
ま
る
。
特
措
法
の
運
用
は
、「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
保

0

0

0

0

0

0

0

護0

」
と
「
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
及
ぼ
す
影
響

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
の
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
が
求
め
ら
れ
る
（
傍
点
引
用
者
、
同
法
一
条

0

0

0

0

）。
政
府
対

策
副
本
部
長

0

0

0

0

が
西
村
経
済
復
興
担
当
大
臣
併
任
と
い
う
の
で
は
、
公
平
さ
に
疑
義
が
残
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

右
の
政
府
対
策
本
部
開
設
時
期
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
た
（
本
稿
三
（
2
）（
ハ
））。
本
感
染
症
へ
の
政
府
の
対
応
に
、
右
の
特
措

法
一
条
の
目
的
規
定
か
ら
異
質
の
「
東
京
五
輪
開
催
」
が
影
を
落
と
し
、
政
府
の
決
定
や
判
断
に
微
妙
な
狂
い
が
生
じ
て
い
る
こ
と

は
自
明
で
あ
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
応
の
成
否
は
、
そ
れ
ら
法
令
を
ど
う
使
い
こ
な
す
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
、
そ
の
「
使
い
手

0

0

0

」
な
り
0

0

「
使0

い
方
0

0

」
に
左
右
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
、
厳
し
い
現
実
に
直
面
す
る
。

　

講
学
上
の
「
裁
量
統
制

0

0

0

0

」
は
、
先
駆
的
な
裁
判
判
決
か
ら
導
か
れ
「
司
法
統
制
」
換
言
す
れ
ば
「
裁
判
規
範
」
と
し
て
近
時
発
展

を
遂
げ
た
。
し
か
し
全
て
の
行
政
実
務
・
運
用
が
争
訟
化
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
日
常
的
な
行
政
現
場
の
「
行
為
規
範

0

0

0

0

」
と
し
て
十

0

0

0

0

分
に
機
能
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
い
ま
だ
本
感
染
症
が
終
息
し
な
い
う
え
に
検
証
可
能
な
根
拠
資
料
の
収
集
段
階
な
の
で
例
示

を
差
し
控
え
る
が
、
東
京
五
輪
開
催
の
ほ
か
、
政
治
的
思
惑
も
含
め
決
定
の
際
に
異
質
な
利
益
考
量
が
「
優
先
順
位
」
化
す
る
リ
ス

ク
を
内
蔵
し
て
い
る
。
行
政
法
学
が
、「
行
政
の
法
的
統
制
」
と
し
て
「
他
事
考
慮
」「
判
断
過
程
統
制
」
と
い
っ
て
み
て
も
、
行
政

現
場
へ
の
適
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
り
国
民
目
線
で
の
処
方
箋
を
用
意
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
疑
わ
し
い
し
、
そ
れ
ら
に
か
わ
る
方
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策
を
提
示
す
る
の
も
、
極
め
て
困
難
な
課
題
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

私
は
む
し
ろ
こ
う
し
た
問
題
は
、
わ
が
国
の
政0

・
官
の
構
造
的
問
題

0

0

0

0

0

0

0

に
起
因
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
政0

・
官
は
0

0

大
学

や
民
に
は
「
競
争
」
を
強
い
な
が
ら
、
自
ら
は
競
争
者
・
競
合
者
不
在
で
競
争
原
理
が
働
か
ず
「
独
占
0

0

」
状
態
0

0

の
体
制）

（46
（

で
あ
る
。
ま

た
永
田
町
に
関
し
て
は
、
小
選
挙
区
制
・
選
挙
公
営
・
政
党
助
成
の
導
入
等
に
よ
り
実
質
無
風
状
態
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

ら
に
メ
ス
を
入
れ
る
改
革
が
要
請
さ
れ
る
が
、
本
稿
は
、
こ
れ
ら
を
詳
論
す
べ
き
場
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
単
な
る
指
摘
に
と

ど
め
て
お
く
。

（
（41
）　

た
と
え
ば
小
林
慶
一
郎
・
大
澤
淳
・
矢
尾
板
俊
平
・
菊
池
誉
名
・
地
引
泰
人
・
伊
藤
弘
太
郎
・
小
栗
裕
介
助
・
原
田
倫
世
『
危
機
管

理
政
策
の
国
際
比
較
―
危
機
対
応
の
経
済
政
策
論
に
向
け
て
』
第
一
〇
章
「
感
染
症
関
係
の
公
開
情
報
」
中
の
「
日
本
に
お
け
る
感
染
症

関
係
の
公
開
情
報
」（
一
〇
二
～
一
〇
三
他
頁
）
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
は
他
国
に
比
べ
て
表
題
に
つ
い
て
余
り
に
も
貧
弱
な
状
況
に
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。RIET

I�Policy�D
iscussion�Paper�Series�08-P-002

（
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
、
二
〇
〇
七
）。

（
（41
の
2
）　

二
〇
二
一
年
の
感
染
症
法
改
正
に
よ
り
、
本
感
染
症
は
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
」
の
新
類
型
と
し
て
公
認
さ
れ
、

あ
わ
せ
て
特
措
法
改
正
に
よ
り
、「
指
定
感
染
症
」
も
特
措
法
適
用
対
象
に
加
え
ら
れ
た
（
前
掲
註（
（45
の
2
））
の
で
、
本
文
で
述
べ
た

懸
念
は
解
消
し
た
と
い
え
よ
う
。
各
都
道
府
県
知
事
・
各
指
定
公
共
機
関
宛
・
内
閣
官
房
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
推
進
室
長

「（
事
務
連
絡
）『
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
』
及
び
『
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
』
の
公
布
に
つ
い
て
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
特
別
措
置
法
関
係
）」
二
頁
（
令
和
三
年
二
月
一
二
日
）
二
頁
（
二
〇
二
一
）https://corona.go.jp/new

s_pdf/sekoutuuchi_�
20210212.pdf

（
（45
）　

厚
生
労
働
省
・
前
掲
註（
1
）・
九
一
頁
。

（
（44
）　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
研
究
会
・
前
掲
註（
7
）・
一
二
三
頁
。

（
（44
の
2
）　

二
〇
二
一
年
の
特
措
法
改
正
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
政
令
二
八
号
）
に
よ
り
、
特
措
法
施

行
令
六
条
は
「
法
第
三
二
条
第
一
項
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
つ
い
て
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
都
道
府
県
に
お
け
る
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感
染
症
患
者
の
発
生
の
状
況
、
感
染
症
患
者
等
の
う
ち
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
感
染
し
、
又
は
感
染
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
経
路
が
特

定
で
き
な
い
者
の
発
生
の
状
況
そ
の
他
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
の
状
況
を
踏
ま
え
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
感
染
が
拡
大
し
、
又
は
ま
ん
延
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
感
染
の
拡
大
又
は
ま
ん
延
に
よ

り
医
療
の
提
供
に
支
障
が
生
じ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

都
道
府
県
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
該
当
す
る
」（
傍
点
引
用
者
）
と
書
き
改
め
ら
れ
た
。

　

右
の
改
正
特
措
法
令
が
、
特
措
法
三
二
条
の
「
全
国
的
」
を
「
一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
」
と
読
み
替
え
緩
和
し
た
の
は
正
当

で
あ
る
。
も
と
も
と
感
染
症
の
病
原
体
は
「
国
境
な
き
ウ
イ
ル
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

」
で
「
県
境
」
も
何
も
あ
っ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
だ
か
ら
、
右
の
前
段

の
県
域
越
境
要
件
す
ら
本
来
は
不
要
な
く
ら
い
な
の
で
あ
る
。
気
に
な
る
の
は
そ
の
直
前
の
「
…
…
を
踏
ま
え
」
は
（
金
田
一
春
彦
・
池

田
弥
三
郎
『
学
研
国
語
大
辞
典
・
第
二
版
』［
一
九
七
八
］
に
よ
る
と
谷
崎
潤
一
郎
す
ら
使
っ
た
よ
う
な
の
で
、
単
な
る
私
の
個
人
的
感

触
だ
け
か
も
知
れ
な
い
が
）
学
生
運
動
や
労
働
組
合
の
口
調
に
似
て
お
り
、
若
干
違
和
感
を
覚
え
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
後
段
で
、
本

感
染
症
の
経
験
か
ら
「
医
療
提
供
の
状
況
」
を
緊
急
事
態
の
指
標
に
据
え
た
の
は
、
極
め
て
正
当
で
あ
ろ
う
。
内
閣
官
房
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
推
進
室
長
・
前
掲
註（
（41
の
2
）・
一
一
頁
参
照
。

（
（44
の
3
）　

前
掲
註（
（45
の
2
）で
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
二
一
年
特
措
法
改
正
（
令
和
三
法
五
号
）
で
、
要
請
に
応
じ
な
い
と
き
の
「
指

示
」
を
「
命
ず
る
」
に
改
め
、
命
令
に
過
料
を
課
す
こ
と
と
さ
れ
て
は
い
る
。

（
（46
）　

藤
原
淳
一
郎
・
前
掲
註（
16
）（
法
研
九
一
巻
一
〇
号
）・
三
四
頁
。

（
3
）　

終
わ
り
に

　

二
〇
二
〇
年
四
月
下
旬
に
本
稿
一
（
2
）
に
掲
げ
た
命
題
の
確
定
と
と
も
に
本
稿
の
執
筆
に
着
手
し
た
が
、
執
筆
は
遅
々
と
し
て

進
ま
ず
、
年
二
回
の
定
期
血
液
検
査
結
果
は
ほ
ぼ
オ
ー
ル
Ａ
で
あ
り
な
が
ら
、
古
稀
を
境
に
発
症
・
判
明
し
た
持
病
に
対
す
る
予
防

薬
等
服
用
の
副
作
用
に
よ
る
胃
腸
障
害
等
で
、
書
斎
の
机
に
向
か
え
な
い
日
も
度
々
続
き
、
東
日
本
大
震
災
一
〇
周
年
記
念
日
は
お

ろ
か
、
同
年
四
月
の
「
緊
急
事
態
宣
言
」
か
ら
も
一
年
以
上
が
過
ぎ
、
原
稿
脱
稿
ま
で
一
年
超
を
要
し
た
。
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こ
の
間
、
本
感
染
症
に
係
わ
る
法
令
改
正
、
安
倍
晋
三
内
閣
か
ら
菅
義
偉
内
閣
へ
と
い
っ
た
新
事
実
が
続
出
し
、
こ
れ
ら
同
時
進

行
ド
ラ
マ
に
す
っ
か
り
遅
れ
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
。
考
え
て
み
る
と
、
本
稿
は
、
市し

せ
い井

の
一
法
学
徒
の
視
点

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
た
法
令
の
評
価
（
本
稿
二
）
を
前
提
に
、
本
感
染
症
に
対
す
る
そ
れ
ら
法
令
の
運
用
を
含
む

「
初
動
体
制
」
の
是
非
の
検
証
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
本
稿
は
、
後
者
の
「
市し

せ
い井

の
生
活
者

0

0

0

0

」
目
線
で
の
法
令
運

0

0

0

0

0

0

0

用
の
厳
し
い
分
析
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い
で
、
涙
が
出
そ
う
な
く
ら
い
「
無
念
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
自
身
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
を
棚
上
げ
に
し
て
一
年
間
以
上
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
当
面
感
染
症
に
時
間
と
労
力
を

割
く
余
裕
は
ほ
ぼ
な
い
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
ス
タ
ー
ト
時
点
で
の
法
令
の
総
括
で
幕
を
閉
じ
る
。
東
日
本
大
震
災
復
興
ソ
ン
グ
「
♪
花
は
咲
く

（Flow
ers�w

ill�bloom

）」
の
一
節
を
借
り
る
と
、「
私
は
何
を
残
し
た
だ
ろ
う
？
（O

h,�W
hat�did�I�leave�in�this�w

orld?

）」
と
自

責
の
念
に
か
ら
れ
る
。
本
稿
が
自
己
満
足
的
覚
書
き
に
終
わ
ら
ず
、
今
後
到
来
す
る
で
あ
ろ
う
「
第
二
、
第
三
の
『
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
』
へ
の
備
え
と
し
て
必
要
な
法
制
度
は
何
か
」
を
考
え
る
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
後
世
に
向
け
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

に
な
り
得
る
と
、
自
ら
を
慰
め
る
し
か
な
い
。

―
―
蝉
時
雨
と
と
も
に
「
♪
主
の
御
手
に
頼
る
日
は
（Leaning�on�the�Everlasting�A

rm
s

）」（
唄�Iris�D

eM
ent

）、「
♪
日
暮
れ
て

四よ

方も

は
暗
く
（A
bide�w

ith�M
e

）」（
唄�M

ahalia�Jackson
）、「
♪
離
れ
て
い
て
も
」（
唄　
Ａ
Ｋ
Ｂ
48
）
を
聴
き
つ
つ
…
…
。

�

（
東
京
五
輪
の
二
〇
二
一
年
八
月
一
日
・
稿
）
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［
追
記
］　

本
稿
校
正
時
に
、
太
田
匡
彦
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
テ
ス
ト
さ
れ
る
感
染
症
法
（
上
）・（
下
）」
法
律
時
報
九
二
巻

九
号
八
五
頁
、
一
一
号
八
四
頁
、
板
垣
勝
彦
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
雑
感
―
自
粛
要
請
、
休
業
と
補
償
、
都
市
封
鎖
」
等
の
示
唆
に
富

む
有
益
な
論
文
に
接
し
た
が
、
本
稿
校
正
時
の
加
筆
は
控
え
た
。

�

（
二
〇
二
二
年
一
月
二
三
日
）


